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（開会 午前 ９時３０分） 

○議長（菅森照雄君） ただ今から、令和６年９月第３回多賀町議会定例会を再開いたし

ます。 

 なお、本日の議事日程を別紙のとおり定めましたので、よろしくお願いをいたします。 

                                        

（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（菅森照雄君） ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しております

ので、これより本日の会議を開きます。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、開会時に指名した議員に欠席がないので、補充指名はせず、開会

時の指名議員とします。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２、これより「一般質問」を行います。 

 本定例会の一般質問は一問一答方式で行い、各議員の発言時間は、会議規則第５６条

第１項の規定により、それぞれ３０分以内とします。 

 一般質問に際しましては、質問者、答弁者ともに簡潔明瞭な発言をお願いいたします。 

 それでは、通告書の順番に発言を許します。 

 最初に、９番、神細工宗宏議員の質問を許します。 

 ９番、神細工宗宏議員。 

〔９番議員 神細工宗宏君 登壇〕 

○９番（神細工宗宏君） 議席ナンバー９番、神細工です。議長の許可を頂きましたので、

通告書に従いまして質問をさせていただきます。 

 質問に入る前に、今回の台風１０号に当たり、日本各地では大きな被害が出ています。

被災地の皆様に心からお見舞い申し上げます。幸い多賀町への影響はほとんどありませ

んでしたが、当初の予報では稀に見る勢力で近畿を直撃するという予報でしたが、台風

の迷走により警戒の判断や避難所開設時期の判断が難しかったと思いますが、最終的に

は適切な時期に避難所を開設していただきましたことに対し、役場職員の皆様に深く感

謝申し上げます。ありがとうございました。 

 それでは一般質問に入らせていただきます。 

 一般質問の一問目、農産物等の直売所建設検討委員会の立ち上げは。 

 昨年の６月議会に提出されました請願、地元生産者が販売できる直売所の建設に向け

た検討委員会の設置を求める請願に対し、議会では賛成多数で採択すべきとの判断を出

しました。私はこの件について昨年１２月議会でも質問し回答を頂いておりますが、今

回も引き続き検討委員会の設置状況について質問いたします。 

 毎週開催される駅前のもんぜん市に私は行っております。開店の９時前には２０名ほ
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どが開店を待ち、新鮮な野菜や花等を購入されており、その後も買物に来られる方がた

くさんおられます。近江鉄道で観光に来られるお客さんも興味を持って見ておられます

が、荷物を持っての観光はしたくないのか、購入されることは少ない状況です。私も買

わせていただいていますが、半日の営業では時間が短く、来客者は近所に住む多賀町内

の方が大半です。やはり人が多い場所でないと客数も少なく、多賀の生産者がもんぜん

市に持ち込まれる数も限定的で、その結果、多くの品物は他の市町の道の駅や野菜館へ

流れてしまいます。 

 多賀ニンジンや多賀そば、そして最近ではイチゴやシャインマスカットなどの商品が

生産されていますが、これらを地元の特産品とするためには、やはり地元で販売実績を

上げて、他の市町の道の駅や野菜館から受注を頂くことが必要であると私は思います。 

 多賀町が本気で商品の特産化を考えているなら、観光客や他の市町から買いに来られ

る直売所の建設を真剣に考え進めるべきだと思います。その上で以下の質問をさせてい

ただきます。 

 １つ目に、地元生産者が販売できる直売所の建設に向けた検討委員会の設置の現状を

お聞きします。 

 ２つ目に、多賀町で収穫される産物を特産化するためどの程度力を入れているのか、

事例をもってお聞かせください。よろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） 野村産業環境課長。 

〔産業環境課長 野村博君 登壇〕 

○産業環境課長（野村博君） 神細工議員のご質問、農産物などの直売所建設検討委員会

の立ち上げはについてお答えいたします。 

 １点目の地元生産者が販売できる直売所の建設に向けた検討委員会の設置の現状につ

いてでありますが、検討委員会を多賀町直売所建設に向けた検討委員会と称し、多賀町

の農産物の普及啓発および農産物の販路促進のため直売所の建設についての検討を行う

ことを目的とし、必要な調査、審議を行う組織として委員会を設置したところでござい

ます。 

 また、同委員会の設置要綱において、委員構成は１０人以内と定め、農業者の代表と

して５名、多賀もんぜん市から２名、多賀町農業委員会より１名、ほかに東びわこ農業

協同組合と滋賀県湖東農業農村振興事務所より各１名、合わせて１０名の方に委員就任

のお願いをしております。 

 会議につきましては、９月２０日に第１回目を開催し、現状と今後の課題の把握、実

際に出荷されている方へのアンケート項目などご協議、ご検討を頂く予定であります。 

 次の２点目の、多賀町で収穫される産物を特産化するためどの程度力を入れているの

か、事例を持っての説明についてでありますが、多賀町の農産物で特産化、特産物とし

て定着しているのは、多賀産米、多賀ニンジン、多賀そばであります。 

 多賀産米につきましては、多賀町にはもともと人の力では作り出せない自然の恵み、
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鈴鹿山系の清流と気候があり、良質米を生産できる地域であります。そこで、多賀のう

まい米コンクールを継続して実施し、さらに米・食味分析鑑定コンクール国際大会にも

出品し、食感だけではなく数値の裏打ちをもって良質米の生産地であることの情報を発

信してまいりました。また、米・食味分析鑑定コンクール国際大会で殿堂入りされた方

の営農指導を受け、より付加価値のある多賀産米の取組を進めていただいております。 

 多賀ニンジンにつきましては、気候、寒暖の差が作物に刺激を与えて甘みを引き出す

糖度の高い良質なニンジンと好評でありますが、生産者の方にとっては酷暑の中での播

種、厳寒の中での収穫と、大変厳しい作業となりますので、種子代の補助や国の交付金

を活用し、ほかにも収穫時の洗浄機、選別機の導入などのご支援をさせていただいてお

ります。 

 多賀そばにつきましても、気候、風土の恵みを受けながら、近畿有数の作付け面積を

維持していただいております。しかしながら、そばは気候の影響を受けやすく収量が不

安定な作物でもありますので、引き続き経営を安定していただくために、国の交付金の

ほかに毎年種子代の補助、受粉効果を上げる助成、環境こだわり農産物としての補助を

行い、また令和５年度にはコンバイン１台の購入にご支援をさせていただいております。 

 ほかにも、多賀町特産物振興連絡協議会に多賀そば部会、多賀ふるさと米部会、多賀

町蔬菜園芸組合、多賀ササユリ部会、桃原ごぼうブランド化チーム、多賀もんぜん市、

多賀ニンジンクラブ、多賀ぶどうクラブの８団体に参画していただき、ご意見などを伺

い、特に令和２年度から新たに始まったシャインマスカットの取組では、県の普及員に

よる技術指導から良質の品を、また多賀ライスセンター横のぶどうトレーニングセンタ

ーでは、町内の４名の方が取り組まれていることから、多賀町が誇る自然の味覚となる

よう、徐々に特産化につなげていきたいと考えております。 

 いずれの農作物においても、生産者の皆様には大変ご苦労いただいている上で、特産

品として定着するまでには長年を要し、また地道に取り組まれてきた成果と承知してお

りますので、引き続きご支援は必要と考えております。 

 議員ご質問の農産物などの直売所建設検討委員会の立ち上げはについての答弁とさせ

ていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございました。メンバーは１０名の構成委員で立ち

上げたということですけども、このメンバーでの第１回目というか、キックオフはいつ

頃を考えておられますか。 

○議長（菅森照雄君） 野村産業環境課長。 

○産業環境課長（野村博君） 第１回目は９月２０日でございます。当初予算でも委員会

の設置の予算を頂いておきながら開会のほうが遅くなっておりますけども、９月２０日

に第１回目を開催させていただく予定でございます。 

○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 
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○９番（神細工宗宏君） ありがとうございます。特産品の多賀米にこまるだと思います

けど、それと多賀そば、多賀ニンジン、そして最近のシャインマスカットに関しまして、

特産化に向けての取組、ご丁寧に説明していただきましてありがとうございます。 

 再質問に入りますけども、農産物の直売所建設に関して、今、多賀町が考えている課

題とこれから検討が必要と思う項目は何だと思っておられますか。 

○議長（菅森照雄君） 野村産業環境課長。 

○産業環境課長（野村博君） 委員会のほうで委員の皆様からのご意見が基軸になろうか

と思いますが、私どもで今、想定、考えております課題的なところで申し上げますと、

まずは現在、出荷されている方の熱い思いは確かにございます。こちらのほうが、ただ

今般、離農者が、農家に携わる方が減っていかれる中で、またそれを受け継いでいただ

ける方がおられるのかという人的な話がございます。また出荷料につきましては、出荷

していただく量につきましては、やはり獣害の被害が絶えないところでございますので、

なかなか露地野菜のほうでの展開というのが難しいかなというふうにも考えております。

また、家庭菜園を拡充して出荷されている方も中にはおられるのかなというところにな

りますと、やはり直売所という大きな看板の中で町外からの方をお招きするという話に

なると、当然、今までのように品質のほうを維持していただくとともに、また更に品質

を向上していくような仕組みも必要になるのかなというふうな考えがございます。やは

り消費者視点で見ていただきますと、やはり買物に来られたときに物が品切れの状態と

いう形ではかなか次にお越しいただけることができないのかなということを考えますと、

人的な話、また物的な話、建物に関しましては、昨年、神細工議員のご質問の中にもご

ざいましたが、直売所と土産物を合わせたような複合施設的なところ、これも貴重なご

意見と考えております。私も以前、直売所をいくつか回らせていただいたんですけども、

直売所でも農産物のほうがごく僅かで、ただ建物の敷地面積が多いがために地元の土産

物以外、中には県外の土産物を置かれているようなところがございました。そうします

と、今、直売所の建設に対して熱い思いを持っておられる方の形とは若干変わるような

こともあろうかと思いますので、そのようなことを委員会のほうで皆様のご意見を伺い

ながら進めていかなければならないと考えているところでございます。 

○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございました。今言われたように、後継者の問題と

か、出荷量の問題、あといろいろ問題はありますけども、この検討委員会の方のほうが

知識はたくさん持っておられると思うんで、その中でいろんなご意見が出てくると思い

ますけども、私が今考えているものでは、やっぱり立地条件、集客力に直接影響します

ので、交通の便が良い場所や観光地に近い場所が望ましいんではないかと私は考えてお

ります。また、建設には多額の資金が必要となりますし、建設後も設備の維持管理、従

業員の給料、電気代、水道代などのランニングコストの問題もあろうかと思います。先

ほど言われた供給の安定性、それも必要だと思いますし、直売所周辺の競合する店舗が
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ある場合には、価格競争というか、そういうものも考えなきゃいけないかなというふう

には思っております。地場野菜や果物の品質を一定に保つことが重要なので、新鮮さや

味を保つための保管方法、保管施設、そういうものも必要かと思っております。また、

地元農家との密な連携が必要になってきますし、先ほど言われた後継者の問題もそこに

関わってくるかと思います。また、場合によっては、食品の安全基準や衛生管理との規

則に対応する必要が出てきますし、あとマーケティングといいますか、地元の人々や観

光客に直売所の存在を知ってもらうために効果的なマーケティング等、宣伝というのが

必要やと思っております。これは特に新規開業時に重要であり、ＳＮＳや地域イベント

も連携して認知度を上げるということが大切かなというふうに私は考えております。こ

の辺はこれから検討していただきます検討委員会のほうで考えていっていただけるとは

思っておりますが、やはり行政側にしっかりした課題の認識がないと、これから進める

検討委員会の方向がずれる可能性があるため、しっかりした課題、問題を持っておくべ

きだと思います。その辺はいかがでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 野村産業環境課長。 

○産業環境課長（野村博君） いろいろと課題のほうおっしゃっていただきまして、あり

がとうございます。確かに今お話のあったところ、十分な課題でございます。子ども議

会のときに、多賀町の特産物についてご質問いただきました。確かに、その子ども議会

でのご質問を受けて、当課のほうで今再度、この情報発信の仕方というところについて

何か手だてができないのかというところで、今、ホームページのほうでコンテンツを使

いながらの情報発信、ただ素材のほうが、今まで職員のほうが自分で作ったようなもの

とかがございます。またその後にちょっとほかの自治体のほうを参考にさせていただい

たところ、特産物のパンフレットを作っておられるような自治体もございました。実際

に行動してみたいところですが、当年度もう実行予算がないことがございます。特産物

振興連絡協議会として組立てをしてみたいところではございますが、既に総会が終えて

おりますので、今すぐに着手できないところではございますけれども、皆様への情報発

信については考えていきたいなと。また、立地条件等につきましても、観光客を対象に

というお話がございましたが、なかなか多賀の観光というのは観光通過点と言わざるを

得ないところがございます。その点で、買えられるところで購入されてバスの中でお持

ち帰りいただくというのが理想ではございますが、こちらのほうについてもある意味、

観光とのタイアップということで考えていくことになろうかと考えているところでござ

います。直売所、こちらのほうについても昨年の１２月議会に神細工議員のお話がござ

いました。直売所は地域のコミュニティの場でもある、そのことを考えますと必要なと

ころであるかと思いますけども、大きな箱物でいいものか、今の現状に応じたような直

売所のほうがいいのか、また直売所単独のものなのか複合施設的なものか、いろいろな

多方面のほうから慎重に考えていきたいと考えております。認識のほうについては皆様

の意見と擦り合わせをしながら固めてまいりますので、ご理解のほどお願いいたします。 
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○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございました。最近では若い世代の方が取り組んで

おられる方もおられますし、もう既にＳＮＳを利用したプロモーションというか、発信

もしていただいておる方もおられますので、そういうのを広げていっていただきまして、

多賀の特産品、あるいは有機栽培の野菜等のアピールをしていっていただきたいと思い

ます。 

 また、検討委員会につきましては、まず建設ありきで考えていただきたいと思います。

できない理由を探すのではなくて、どうすればできるかというのを考えていくというス

タンスでお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で１問目の質問は終わらせていただきます。 

 では、２問目の質問に入ります。２問目は多賀町老人クラブ補助金についてです。 

 ７月１０日、多賀町老人クラブの全体会議が開催され、その中で各団体からのアンケ

ート結果の説明がありました。悩みの中で一番多いのが、新規会員が増えないための会

員の減少で１１団体ありました。続いて多いのが、会員の高齢化、その次が定例会や行

事の参加者の減少というものでした。 

 私が思う原因は、年会費を納めて除草とか清掃活動だけを行う活動を、コロナのせい

もあり５年程度強いられた現状もあるかと思っております。そういうことがあり、年齢

に達しても老友会に入らない若い世代と、途中退会者が多くなっている現状による老人

クラブの魅力の低下が考えられます。 

 私も川相老友会の会長です。この危機を乗り切るのは各団体も同じ考えだと思います

が、課題の１つに活動費の減少があると考えます。 

 多賀町の老人クラブの補助金は県に準じて交付されており、据置きとなっています。

川相では幅広い年齢層から成り立つ組織のため、年齢・体力・趣味を考慮した複数部会

を設立し、より充実した組織にするために、各部会の活動補助金の増額を図り活発な組

織にしたいと考え、活動事業費補助金増額の要望書も提出いたしました。また、今年５

年ぶりに開催した川相老友会の懇親会の場で、様々な事業の提案がありました。 

 このような事業を含めた活動を、僅かな補助金だけでは運営できないため、会員から

の会費を徴収していますが、それでは今後の充実した活動には資金が不足します。会費

の値上げも検討しましたが、１２年前と比較し物価は高騰しており、年金が少なくなる

現状を踏まえ、会員への負担はできるだけ避けたいと考えます。 

 町の活動補助金は、現在、３０人未満が２万８,８００円、３０人以上が３万７,２

００円の２段階方式であります。川相では現在６８名の会員ですが、年度初めに正副会

長が対象者一人一人に勧誘に回らせていただき、会員８０名を目指しております。しか

し、現状の補助金要綱では、会員が増えれば増えるほど一人当たりの補助額が減少して

いきます。そこで、どの組織にも均等に支給できるよう、均等割プラス会員の人数割、

活動割等、会員数や活動に即した補助金を検討していただきたい。 



－８－ 

 多賀町では、老人の健康維持、健康年齢を伸ばそうといろいろな施策を考えていてく

ださることは理解しています。しかし、住み慣れた地域で気心が知れた仲間との交流に

勝る活動はないと考えています。町の高齢者対策、健康寿命の延伸を図るためにも、補

助金制度の見直しをお願いいたします。 

 この件につきまして、以下の質問をさせていただきます。 

 １つ目、現在の補助金制度はいつから始まっているのか、また老人クラブの数の多か

った時期の補助金総額と現在の補助金総額をお聞かせください。 

 ２つ目に、多賀町の行っている健康寿命を延ばす活動と老人クラブの地域活動の効果

をどのように評価されてるかお尋ねいたします。 

 ３つ目に、老人クラブ活動事業費補助金の見直しを検討されているのかをお尋ねいた

します。よろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 神細工議員からの多賀町老人クラブ補助金についての１点

目のご質問、現在の補助金制度はいつから始まっているのか、また老人クラブ数が多か

った時期の補助金総額と現在の補助金総額についてお答えいたします。 

 まず、老人クラブ補助金制度については昭和５７年度から開始され、老人クラブ数の

多かった時期としては平成１３年度前後でありまして、３０クラブが存在しておりまし

た。当時は滋賀県老人クラブ連合会にも加入していたため、町にも連合会事務局を設置

し、その事務局の人件費も含め、補助総額３００万円から３５０万円が支出されていま

した。その後、平成２２年度に多賀町老人クラブ連合会を解散することとなったことで、

平成２３年度から現在の補助単価になり、補助総額は１００万円前後となっております。 

 ２点目のご質問、多賀町の行っている健康寿命を延ばす活動と老人クラブ等の地域活

動の効果の評価についてお答えいたします。 

 当町において、それぞれの活動についての効果を評価することは難しいと考えますが、

総合的な取組としましては、多賀町では平成２３年度から新しい介護予防事業に取り組

み、事業を拡充しながら継続しております。多賀町における介護認定率を評価指標とし

て見ますと、平成２３年度には最も高く１８.３％であったのが、現在の介護認定率は

全国平均で１９％、県平均で１８％である中、多賀町の介護認定率は１５％台まで下が

っており、このことは介護予防の成果として評価できると考えております。ただし、こ

の結果は介護予防事業だけと言い切れるものではなく、当町では各地域で老人クラブや

ふれあいサロンなどの活動が行われており、また個人での健康づくりや介護予防への取

組なども影響しているものと考えております。 

 なお、今後は要介護認定率だけではなく、医療保険ならびに介護保険の給付費や、元

気な高齢者の健康である割合であるはつらつシニア率などについても注視していくべき

と考えております。 
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 最後のご質問、老人クラブ活動事業費補助金の見直しについてお答えいたします。 

 まず、各老人クラブでは、会員の減少、新規会員の確保、会員の高齢化による活動存

続の困難等、全国的にも共通の課題を抱えている状況の中、今ほど神細工議員のほうか

らありました川相のように、活動的な老人クラブに向けての改革に取り組んでいただい

ていることは大変ありがたいことでございます。 

 一方で、人員不足等により活動自体が厳しい、そのために補助金を達成するための活

動が厳しくなってきた、また補助金申請の手続が面倒なため補助金は受け取らず活動す

るなどの声を頂いております。 

 今後はこのような現状も踏まえつつ、多賀町内の各老人クラブの活動が魅力ある活動

となり、結果としていつまでも元気で活動できるはつらつシニアの増加につながるよう、

活動的な老人クラブにつながるような適正な支援ができる仕組みについて、今後検討し

てまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございました。今までの経緯等、詳細に答えていた

だきまして、ありがとうございます。現在のシステム、補助金は、平成１３年頃に３０

クラブ存在したということですね。現在の補助金になったのが平成２３年からというこ

とでした。平成１３年の３０クラブから現在何クラブになってるか教えてください。 

○議長（菅森照雄君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） ただいまの質問にお答えいたします。 

 令和５年度の実績としまして、３０人未満のクラブ数が１０クラブ、３０人以上のク

ラブが１５クラブ、合計２５クラブが存在しております。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございます。現在２５クラブがあるということです

が、全国でも減少の傾向にあるということですけども、この前もある方とお話ししたと

きに、もう認知症になるとみんなに迷惑かけるので退会したいという方がおられました。

しかし、川相ではそういう方も含め、それを進めない方向でみんな寄って話し合うよう

な部会もございます。そういう認知症予防、あるいはこれより認知症が進まないように

するような活動もしていきたいと思っております。 

 ２０２０年の調査で、多賀町の６５歳以上の高齢者人口は２,４６４人でした。２０

２４年のデータではありませんが、２０２０年の多賀町の人口は７,２７４人で、人口

割では３３.９％が６５歳以上、２０２４年も比率としては大差ないと考えております。

多賀町の人口の約３分の１が老人クラブ対象者と言っても過言ではないと考えておりま

す。私がこの９月議会で今回の質問を選んだ理由は、この時期であれば令和７年度予算
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に反映できるのではないかという思いで質問させていただきました。令和７年度に補助

金を改定するという可能性はありますでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 今回の老人クラブの補助金の改正につきましては、このはつらつシニアプラン、令和

６年度から向こう３年間の計画の中でも、老人クラブの活動助成事業に対する経費のこ

とについてや活動に対しての支援体制を行うということがこの計画の中にもしっかり書

かれてますので、この３年間では必ず補助金については改正する予定にはもともとなっ

ておりました。これから、各老人クラブによって状況がかなり違いますので、各老人ク

ラブの実態調査をまずはした後に、いろんな課題をもう一度洗い直して、神細工議員が

求めていただいている、私たちも求めているところは同じところを目指しておりますの

で、魅力ある老人クラブの活動に向けてできるだけ早い時期に、補助金の改正がどうい

う形でするのが一番良いかということを検討して進めてまいりたいと思います。令和７

年度予算に間に合うかどうか、今ここで結論を申し上げることはできませんが、できる

だけスピードを持って取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 神細工議員。 

○９番（神細工宗宏君） ありがとうございました。はつらつシニアライフプランの中に

そういう要綱も盛り込んでいるということで、令和７年度に上がるか上がらないか分か

りませんけども、可能性はあるのかというふうにちょっと思いました。高齢者社会にな

ってますので、高齢者に対するそういう補助金について今後ともよろしく検討していた

だきたいと思います。 

 これをもって私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（菅森照雄君） 次に、３番、大谷重温議員の質問を許します。 

 ３番、大谷重温議員。 

〔３番議員 大谷重温君 登壇〕 

○３番（大谷重温君） 議長の許可を頂きましたので、これより質問をさせていただきま

す。２問質問させていただきます。 

 １問目、動橋から多賀福祉会館の間の多賀小学校通学路の安全対策について。 

 絵馬通りから動橋を通って多賀福祉会館までの多賀小学校の通学路の歩道の状況です

が、一部に縁石のあるものの、半分以上路側帯もなく、毎日の多くの児童、４２２人の

多賀小学校のうちの２４２名が利用しておりますが、それの安全の危惧がされておりま

す。車の通行量もかなり多く、テレビのニュースで報じられているような事故が起きな

いか心配でなりません。そこで質問させていただきます。 

 １、このような道路の形態になったそもそもの理由が、一部地権者との交渉がうまく

いかず十分な道路幅が確保できなかったと聞いておりますが、今でも地権者との交渉は
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不可能なことなのでしょうか。 

 ２番目、現状のままで縁石の設置は可能でしょうか。 

 ３番目、縁石が不可能でしたら、ガードパイプ等の設置ができないでしょうか。 

 以上の３問です。よろしくお願いします。 

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

〔地域整備課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 大谷議員の１番目の動橋から多賀福祉会館の間の多賀小

学校通学路の安全対策についてのご質問にお答えいたします。 

 １点目の今でも地権者との交渉は不可能なことかについてですが、平成２３年度に町

道多賀月之木線の道路改良工事を施工し現在の道路の線形となりましたが、歩道未整備

区間の工事を実施するため、その後も地権者との接触を試みてまいりました。 

 直近では、令和２年度に教育委員会と地権者との間で話をされたとのことですが、用

地買収が困難な状況に変わりはなく現在に至っております。 

 ２点目の現状のままで縁石の設置は可能かにつきましては、現状の車道部内に縁石を

設置するには隣接する民地への乗り入れ部の工事を行う必要があるため、車道沿い縁石

部が全体的に続く施工とはならず、併せて地権者との協議が必要となります。 

 また、縁石の設置により通行幅が狭くなり、車両の通行速度が逓減する効果は期待さ

れますが、車両同士の対向がスムーズにならず、通行車両の安全が確保できないと同時

に、縁石の長さにもよりますけども、動橋手前での児童の安全確保が懸念されるため、

設置は困難と考えます。 

 ３点目のガードパイプ等の設置は可能かにつきましても、２点目の縁石と同様の理由

が生じることから設置は困難と考えております。 

 最後になりますけども、未整備区間については用地買収（用地購入）は行わず、令和

７年度に現町道の中での安全対策を検討しており、併せて国への新年度要望を現在して

いるところであります。なお、この部分での通学路の安全対策については、あくまでも

町道敷きの中で、水路（側溝蓋付）を設置し、舗装およびグリーンベルトの明示により、

通学路の区分けを考えております。 

 引き続き、通学路の安全確保に向け鋭意努めてまいりますので、ご理解とご協力を賜

りますようお願い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 大谷議員。 

○３番（大谷重温君） ７年前か８年前になるんですけど、私、多賀の副区長をやってい

たときにも、直接、地権者の方にお話しをさせていただきました。そのときに副町長も

お話をしていただいたみたいなんですけど、そのときはちょっと頑として聞き入れてい

ただけなかったというあれがあるんですけど、再度、例えば何人かというか、もう一度

交渉に行ってもらえるようなことは可能でしょうか。例えば、町長、私、その他何人か、
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もし行っていただけるんだったら効果もあるかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 再質問にお答えさせていただきます。 

 一度、地域整備課のほうで連絡を、接触を試みてみまして、その歩道設置に向けた取

組について、再度、用地の話をさせていただきたいというふうに考えております。 

○議長（菅森照雄君） 大谷議員。 

○３番（大谷重温君） ガードパイプの設置についてなんですけど、値段的にはそんなに

高くない安価なもので設置しやすいというのはお聞きしてるんですけど、それが設置で

きないというのは、やっぱりその道路幅確保ができない、不十分やという理由でしょう

か。 

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 先ほど答弁させていただきましたけども、現状の車道の

中で、動橋付近につきましては道幅も福祉会館よりは現道幅はありますけども、やはり

全体的に見まして、今の現状の車道の中で縁石もしくはガードパイプ等の設置によりま

すと、やはりどうしても通行される車両につきましては、安全面を考えられる場合で逓

減されて速度を落とされる場合もありますし、そういった意味もありますけども、やは

り道路幅が狭くなってきて車同士の事故につながっていく、それがまたひいては通学さ

れる児童とかに及んでいくんではないかと。昨日もちょうど集団下校される時間帯です

けども、３時半頃ですかね、現場のほうに行っておりましたけど、やはりもう歩道から

はみ出しそうな感じでの人数の生徒が歩道内を歩いておりましたので、私も少し危険だ

なという思いはしました。ない部分につきましては、やはり歩道を歩くんじゃなしに車

道を歩いてますので、やはりどこかで区切りを付けないけません。それで先ほど答弁さ

せていただきましたように、道路と設置されている歩道はあるんですけども、グリーン

ベルトによって色別させてもらって、児童も分かるし、また通行車両も分かるという形

が一番ここは通学路区域になるというのと、また今、通られている多くの方は地元の方

というふうに聞き及んでおりますけども、そういった方々にも気をつけていただいて通

ってもらえればと、そういう明示をすれば今よりはましになるんではないかというふう

に思っております。ガードパイプにつきましては、再度言いますけども、道路幅が減少

するということで通行に支障をきたすということが考えられるためでございます。 

○議長（菅森照雄君） 大谷議員。 

○３番（大谷重温君） ちょっと教えてほしいんですけど、グリーンベルトというのはど

ういう形状のものでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 飯尾地域整備課長。 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 再質問にお答えさせていただきます。 

 よく町道、県道など走っておりますと、左の路肩のほうに緑のラインの入った部分が

あります。それをグリーンベルトと呼んで、そこを児童ならびに生徒が歩いて登下校す
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る場所でございます。アスファルトの上に緑の表示をしている部分ということがグリー

ンベルトになります。 

○議長（菅森照雄君） 大谷議員。 

○３番（大谷重温君） ありがとうございました。ただ、本当に多くの児童が毎日毎日通

ってますんで、何か大きな事故があったら本当に心配ですんで、できるだけ何か対処を

していただきますようにお願いいたします。以上です。 

 続きまして、２問目を質問させていただきます。 

 多賀町勤労者体育センターについて、長年にわたり老朽化し利用が禁止されている勤

労者体育センターですが、その処分方法について質問いたします。 

 １番目、雨漏りが激しく、以前から解体の計画もあると伺っておりますが、その予定

は決まっておりますでしょうか。 

 ２番目、解体後の跡地利用の計画が決まっておりましたら教えてください。 

 以上、２問です。 

○議長（菅森照雄君） 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 大谷議員の多賀町勤労者体育センターについてのご質問にお

答えいたします。 

 １番目、解体の予定でございますが、現在、勤労者体育センターについては、議員ご

指摘のとおり雨漏り等の老朽化が進んでおり、体育館としての利用はしておらず、事務

所部分につきましては多賀町シルバー人材センターの事務所としてお貸しをして、利用

をしていただいている状況でございます。 

 現在、中央公民館の敷地に新たなシルバー人材センター事務所を建設中であり、今後、

事務所が完成し移転が完了しますと、解体に向けて支障はなくなることになります。 

 このことから、今年度中に解体設計費の予算化をお願いし、来年度、解体に着手でき

るよう進めたいと考えております。 

 続いて２番目ですけれども、解体後の跡地利用の計画でございます。現在、具体の計

画はございませんが、当該土地は多賀大社前駅が近くにあり、多賀スマートインターチ

ェンジにも比較的近く、また今後整備が計画されております国道８号バイパスにも近い

立地となり、多賀町の将来のまちづくりを考える上で、重要な場所であると認識してお

ります。 

 このことから、土地の利用に当たっては、多賀町の今後のまちづくり、人口ビジョン

など様々な観点から調査研究するとともに、住民の皆様、議会の皆様とともに丁寧に協

議をし、利用を考えていく必要があると考えております。 

 現状の動きとしましては、今年度、企画・福祉部署の職員を中心に、多賀町の現状の

把握と課題の洗い出し、町全体を見据えたまちづくりに何が必要かなどを出し合い基礎

資料を取りまとめております。今後、議会の皆様にも進捗をご報告させていただき、意
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見を伺いながら取り組んでまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 大谷議員。 

○３番（大谷重温君） ありがとうございました。解体の費用というのはいかほどの見積

りというか、予定でしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 本多総務課長。 

○総務課長（本多正浩君） 解体費用につきましてですけども、現在、その工事単価とか

廃棄物の処理費の変動が非常に大きい社会情勢でございまして、またアスベスト等の調

査も必要でございますので、専門家による解体設計を経て解体費用のほうは出させてい

ただきたいと考えておりまして、今現在この設計ができておりませんので、ちょっと申

し上げることは控えさせていただきたいと思います。 

○議長（菅森照雄君） 大谷議員。 

○３番（大谷重温君） ありがとうございました。今、多賀大社前、いろいろ活気を帯び

てきまして、１つはクラフトビールのお店がオープンしました。そのお店というのはも

ともと彦根で有名なレストランを経営されておりましたんで、そのお客さんというのは

かなりの数、毎日来られております。先ほど神細工議員の質問にもありましたけど、駅

前の野菜の販売とかそういうなんにもたくさんのお客さんが来られていますし、その勤

労者体育館跡をどう活用するのか、そういう具体的な前向きなというか、何か一大施設

じゃないけど、そんな大がかりなものでなくても、何かそういう人が野菜買いに来てく

れたり、お店に行くのに散策するのに止められるような駐車場があったり、そういう具

体的な発想がもしありましたら、将来設計じゃないけど、もし具体的な考えがおありで

したら教えていただけませんでしょうか。もし良かったら、町長。 

○議長（菅森照雄君） 久保町長。 

○町長（久保久良君） それではお答えします。 

 次、山口議員がこの質問をしていただきますけど、やはり解体して隣の空き地ありま

すので、そうすると５反以上のかなり大きな土地を確保できますので、やはりあそこの

一番弱点はアクセス道路、やはりアクセス道路をいかにつなげることができると、かな

り立地的には恵まれた土地になるのではないかなと思っております。今言われるように

お店もできましたし、もんぜん市も週３日頑張ってやっていただいてますので、やっぱ

りあの辺りが一つの起爆剤、それこそ多賀大社側とともに一つ大きな人の流れができる

ような取組もできるのではないかなというふうに思っておりますので、しっかりとこれ

から１０年、１５年後の８号バイパスができるその開発計画も含めてやっぱり連携して

いきますので、その中でどのような整備が、取組が必要かということもしっかりと、も

う来年解体する、そしてもう更地になりますので、しっかりとどのような位置づけが必

要かということも今から議員の皆さんにもご相談させていただきながら進めていく必要

があるのかなと思ってます。 
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○議長（菅森照雄君） 大谷議員。 

○３番（大谷重温君） ありがとうございました。今、危惧してますのは、多賀大社前か

ら多賀大社に行かれる人が大体年間５,０００人程度やということらしいんです。多賀

大社の正面は多賀大社前駅ではなくて国道側が正面入口やと宮司もはっきり言っており

ましたんで、そういうことに考えておられますと、今現在でもそうですけど、絵馬通り、

多賀大社前から多賀大社までお店がもうほとんどありません。あと１０年もすればお店

がなくなるどころやなくて、今現在でも半分以上が独居老人の世帯ですんで、本当に１

０年もすればゴーストタウン化してしまう可能性が多いにあります。だから、その空洞

化を止める意味でも、多賀大社前駅の跡地の活用を真剣に検討していただければありが

たいと思います。 

 以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（菅森照雄君） 暫時休憩いたします。 

 議場の時計で１０時５０分に再開いたします。 

（午前１０時３７分 休憩） 

                                        

（午前１０時４８分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 次に、８番、山口久男議員の質問を許します。 

 ８番、山口久男議員。 

〔８番議員 山口久男君 登壇〕 

○８番（山口久男君） 議席番号８番、山口です。私は、第３回９月定例会に当たり、大

きく次の４点について一般質問を行います。 

 まず最初に、勤労者体育センターの今後についてです。 

 先ほど大谷議員のほうからも質問がございましたんで、重複する部分があるかもわか

りませんけれども、通告しておりますので、ひとつよろしくご答弁のほどお願い申し上

げます。 

 勤労者体育センターは１９８０年に建設をされて、今年で４４年を経過しております。

かなり古い施設となっております。令和元年２０１９年９月２９日に、雨漏れなどで、

先ほど答弁がありましたように閉館をされております。現在はシルバー人材センターの

事務所として使用されております。中央公民館駐車場敷地内に多賀町シルバー人材セン

ター事務所新築工事が進められており、今年の１２月１５日が工期となっております。

このことにより、先ほど答弁もございました、質問もありましたように、勤労者体育セ

ンターはその後、空きとなります。その点について、以下、質問させていただきます。 

 先ほども答弁ございましたけれども、①、シルバー人材センター事務所の移転後の利

用計画はあるのかという点について、先ほどの答弁では、今現在、基礎調査を行うとい

うような答弁でございましたけれども、もう少し詳しくお願いをしたいと思います。 
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 それから、解体の予定はあるのか、解体に係る概算費用はどの程度になるのかという

点についても、解体の予定はあるけれども、解体の概算費用については総務課長の答弁

では今のところお答えできないんだというような答弁だったかと思いますけれども、せ

めて概算をどの程度、アスベストの関係とかいろいろあろうとは思いますけれども、こ

れ費用についてですので、財政の問題もございますので、大体どの程度の費用概算があ

るのかというのと、この議会の中で、できれば今の議会で答弁を頂ければと。これ、か

なりの費用がかかるのかなというふうに思いますけれども、その点についてお聞きをい

たしたいと思います。 

 それから、先ほど町長の答弁もございましたように、勤労者体育センターの延床面積

は１,５２０㎡でありますけれども、その周辺部も含めますと、町長の答弁では約５反

と言われたんですかね、その裏、北側になりますので、あれ空き地は町有地ですので、

そこを含めて５反なのか、それともこの勤労者体育センターの延べ面積が１,５２０㎡

ですので、そこを含めての面積なのか、大体、もう一度確認をしておきたいと思います

ので、その点についてどうなのか。 

 それから、跡地利用計画について、先ほど大谷議員との質問もございましたけれども、

今後検討するんだというような答弁だったかと思いますけれども、この点についてもう

一度再度お聞きをいたしたいと思います。 

○議長（菅森照雄君） 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 山口議員の勤労者体育センターの今後についてのご質問にお

答えいたします。 

 １番と２番につきまして関連いたしますので、併せてお答えをさせていただきます。 

 まず、シルバー人材センター移転後の利用計画があるかについてお答えをいたします。 

 施設全体が老朽化していることから、事務所移転後につきまして、今後の利用計画に

つきましてはございません。また、そのままにしておくことで維持管理費も相当必要で

あるということが予想されますので、来年度、解体に着手できるように進めてまいりた

いと考えております。また、解体費用につきましては、先ほど大谷議員のご質問にもお

答えいたしましたけれども、現在の工事単価や廃棄物の処理費の変動が大きく、加えて

アスベスト等の調査も必要でございますので、専門家による解体設計を経て解体費用に

ついてはお示しをさせていただきたいと考えておりますので、ご理解いただけたらと思

います。 

 次に、総面積についてお答えをいたします。現体育館が建っている敷地面積が３,２

４５㎡でございます。横の空き地が２,２０５㎡でございまして、一体的な土地の面積

につきましては合わせて５,４５０㎡ということになっております。 

 ４番、次に移転後の利用計画でございます。大谷議員のご質問にもお答えいたしまし

たとおり、現在、具体の計画はございませんが、当該土地につきましては多賀町の中心
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地に位置し、多賀町の将来のまちづくりを考えていく上で大変重要な場所でありますこ

とから、今年度は職員で現状の把握と課題の洗い出しを進めております。都度、議会の

皆様にも進捗をご報告させていただき意見を伺いながら取り組んでまいりますので、ご

理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 山口議員。 

○８番（山口久男君） それでは再質問させていただきます。 

 先ほどと重なる部分がありますのでちょっとはしょりますけれども、公共施設総合管

理計画を出されております。これは２０１６年に発表されて、今、私持っておりますけ

れども、この中にも体育センターの問題を抱えておりますけれども、この後いろんな、

ちょっとこの質問と少し外れるかもわかりませんけれども、この公共施設管理計画の中

で、この勤労者体育センターの問題と同時に、いろんなこれから施設の維持管理をどう

するのかとか、解体をするのかとか、いろんな面で今後出てくるかと思います。その１

つとして、この勤労者体育センターの問題があろうかと思うんです。その中で、やはり

財源の問題というのは大事だと思うんですよ。公共施設管理計画の中で、これを廃止す

るのか、解体するのか、あるいは維持継続して老朽化対策を進めていくのかという、そ

ういう計画がありますので、その中でしっかりとやっぱり財政計画を含めてきちっと計

画を早急に立てるべきだったというふうに思うんです。ただ、今までシルバー人材セン

ターが使われてましたので、それをすぐ解体するということはできなかったと思います

けれども、やっぱり公共施設維持管理計画の中で、この町の解体をするにしても、ある

いはその利用するにしても財源が要りますので、どの程度の財源が必要なのか、解体の

費用も含めて。あるいはこれから利用する場合、先ほどの答弁では５,４５０㎡という

かなり大きな町域になりますので、その利用計画も含めてしっかりとやはり計画を立て

て住民の皆さんに説明する必要があるのではないかなと。もう一つは、やはり駅前です

ので、近江鉄道、多賀大社駅の何とか利用促進を図るためにも、それと併せて都市計画

といいますか、駅前開発計画を立てて、住民の皆さんが納得できるような形での開発計

画を立てていくのかと、財源の問題も含めてどのように考えておられるのか。この公共

施設維持管理計画の中にはその具体的なことは書かれておりませんので、それについて

も併せてちょっとお聞きしたいなということです。それだけですので、総務課長よろし

いですか。 

○議長（菅森照雄君） 本多総務課長。 

○総務課長（本多正浩君） お答えいたします。 

 財源の話ですけれども、概算の費用についてはちょっと今の物価の変動等があります

ので正しい価格については申し上げられませんとお答えさせていただいたんですけども、

公共施設総合管理計画に除却をするということでお示しをしている施設ですので、その

除却に当たっての起債については、発行するかどうかは別にして９０％起債を発行する
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ことができますので、その財源を見据えて一般財源だけで行くのか、ちょっと今後の財

政状況にもよりますけれども、そこで起債を張らせていただくのかというようなことは

財政の中で検討させていただきたいというふうに思いますし、今おっしゃっていただき

ました多賀大社前駅のすぐ近くにございますので、先ほど町長の答弁もありましたよう

に、国道８号バイパス、またスマートインターチェンジを含めて交通の要所というとこ

ろにもなってきますので、その辺総合的に多賀町の今後を考えてどのような施設にする

のか、また民間になるかちょっと分かりませんけれども、その辺については議員の皆様

の意見も伺いながら進めていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

○議長（菅森照雄君） 山口議員。 

○８番（山口久男君） あそこの土地は多賀大社前駅で多賀町の中心部ですので、やはり

例えば福祉ゾーンにするのか、私ある方に聞いたら、福祉施設を造ったらどうですかと

いうような提案もされた方もおられました。またいろいろアンケートというかお聞きを

しますと、周辺の方にそういう方がおられたと。それからあと、多賀大社前駅をもう少

しにぎやかにしてほしいとか、それからあそこを利用している人が、何とかあそこで集

える場とかにぎわいのある場をしてほしいとか、いろんなご意見がありますので、やっ

ぱり早急に、これもう１２月であそこの施設が空きになりますので、解体ということと

なりますと早急にやっぱり計画を立てて、住民の皆さんとの意見交換も含めて議会とも

当然ですけれども、早急に計画を立てていただきたいなということでお願いしたいと思

います。答弁があれば、町長含めて総務課長でもどちらでも結構ですよ。 

○議長（菅森照雄君） 本多総務課長。 

○総務課長（本多正浩君） 今おっしゃっていただきましたように重要な土地であります

し、速やかに何か住民の皆様にとって福祉の向上に役立つというようなことで進めてま

いりたいと考えておりますので、今後ともご意見等いただければと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） 山口議員。 

○８番（山口久男君） それでは２点目に移らせていただきます。 

 大阪・関西万博の子ども無料招待事業についてであります。 

 大阪・関西万博は、２０２５年４月１３日に開催予定です。万博会場となる会場はご

みの島であり、夢洲１区というところがありますけれども、ここではダイオキシンを含

むごみの焼却灰や下水汚泥で持ち込まれたいわゆる廃棄物最終処分場であり、ＰＣＢの

詰まった土嚢の袋が数千、地中に埋められているというふうに聞いております。また、

夢洲２区、３区は浚渫土砂や建設残土などが埋め立てられて液状化対策も必要であり、

地盤沈下も進んでいるというふうに聞いております。 

 ３月２８日にガス爆発事故が起こりました。メタンガスは毎日大体１.５から２万ｔ

が出ており、開催中も排出をされ続けるというような話を聞いております。そして、ピ
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ーク時の来場者は児童生徒だけで１.４万人と計画をされている中で、団体休憩所の収

容が少ないことや、駐車場が入口まで１㎞もあると。また、各学校には給食を取る場所、

あるいは見学するパビリオンの予約方法などの対応が示されておりません。さらに、夢

洲ルートは２ルートしかなく、避難計画も今のところないか不十分であるというふうに

聞いております。ガス爆発事故が起こりうる、安全・安心とはほど遠い夢洲・万博会場

に教育旅行が本当に適切かどうか、私は疑問に思うところであります。こうした中、滋

賀県は県内の子ども約１８万人、４歳から１８歳ですけれども、教育旅行の名目で万博

会場に無料招待すると準備、予算化もされているようであります。そこで以下の点につ

いて伺います。 

 ①、２０２５年大阪・関西万博についての認識について伺います。 

 ②、小中学校の校外旅行、あるいは教育旅行の計画はどうなのか。各学校からの問合

せがあるのかどうか。 

 ③、滋賀県、滋賀県教育委員会から大阪・関西万博の依頼要請はあったのかどうか。 

 ④、安全が確保されない中での学校行事として児童生徒を大阪・関西万博に参加させ

ることについて、教育委員会の見解をお伺いいたします。 

○議長（菅森照雄君） 山中教育長。 

〔教育長 山中健一君 登壇〕 

○教育長（山中健一君） 山口議員の大阪・関西万博の子ども無料招待事業についてのご

質問にお答えいたします。 

 まず、２０２５年大阪・関西万博についての認識についてどうかでございますが、２

０２５年の大阪・関西万博は関西で５５年ぶりに開催される万博で、世界中からたくさ

んの人や物が集まり、地球規模の様々な課題に向けた英知が関西に終結する大変貴重な

機会であります。教育的な効果等も期待される催しであると認識しているところでござ

います。 

 ２つ目の小中学校の校外旅行・教育旅行の計画はどうか、各校からの問合せはあった

のかについてお答えいたします。 

 町内小中学校３校とも、現在のところ計画はございません。また各校からの問合せも

ありません。 

 ３つ目の滋賀県、滋賀県教育委員会から大阪・関西万博の依頼要請はあったのかにつ

いてお答えいたします。 

 大阪・関西万博については、滋賀県の県総合企画部万博推進室から今年度４月に、大

阪・関西万博子ども招待事業について事業内容の概要や今後のスケジュール予定等の周

知および積極的な活用について検討するよう依頼がございました。 

 そのほかには、昨年度１１月に、予算等の基礎資料とするため教育旅行での大阪・関

西万博の活用について各校の意向調査がございました。また５月に、この事業の活用希

望調査とオンライン説明会の開催案内が送付されました。さらに、７月には大阪・関西
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万博への出展企業・団体による出前授業の実施について、８月にはオンライン説明会の

内容の概要等の周知依頼が届いておるところでございます。なお、県教育委員会からの

依頼要請はございません。 

 ４つ目の、安全が確保されない中での学校行事としての児童生徒を大阪・関西万博に

参加させることについて教育委員会の見解を問うということにつきましてお答えいたし

ます。 

 議員ご指摘のように３月２８日の大阪・関西万博の会場でのメタンガスによる爆発事

故につきましては、教育委員会としても把握しており、今後もメタンガスの排出が続い

た場合、安全が危惧されるところでございます。もし教育旅行を実施するならば、児童

生徒の安全確保のために事前に現地の状況を把握することが必要だと考えております。

万博会場は開幕前に下見することができず、この点についても憂慮しているところでご

ざいます。 

 教育委員会といたしましては、子どもの安全を最優先してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（菅森照雄君） 山口議員。 

○８番（山口久男君） 今の教育長の答弁は、今のところは教育旅行、万博会場への派遣

は考えていないと。教育委員会としてそののように考えておられるのか、学校からの問

合せはなかったというところですけれども、学校に直接、これは聞きますと学校が判断

するというような各市町の、多賀町だけじゃなしに大阪とか、あるいは近隣ですと兵庫

とか滋賀県も含めて学校が判断するものだというふうなことを各市町は言ってるそうで

すけど、多賀町としては今のところ学校の判断は行かないのか、教育委員会としての判

断はもうこの教育旅行については無料招待に応じないのか、その点についてどうなのか

お聞きしたいなと。これ１点です。ちょっともうついでに質問します。 

 私もいろいろ聞きますと、万博会場に行く場合、２ルートしかないと。１つは、今現

在工事進めてるかどうか分からんけれども、地下鉄で行くか、あるいは夢洲、橋がある

そうですけれども、２ルートしかないんだと。行くときにかなり渋滞もすると。仮にそ

こで行ったとしてもいろんな問題があって、災害があったときにどうするんだとか、あ

るいは熱中症対策はどうするとか、休憩場所の問題とか、いろんな問題が今、出てきて

いるというふうに聞いておりますので、果たしてそこに子どもの安全性が確保されるか

どうかも含めて懸念の声があちこち上がっておりますので、その点についていろんなこ

とを考慮して、私は基本的には教育旅行とか集団で学校がそこへ行くことについては疑

問だと思っておりますけれども、その点について再度、教育委員会、教育長のお考えを

お聞きしたいというふうに思います。私は行くべきではないというふうに思いますので、

その点について、教育長、教育委員会の考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（菅森照雄君） 山中教育長。 
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○教育長（山中健一君） 再質問にお答えいたします。 

 まず、本町では３校とも今のところ計画はないということでございます。それから、

多賀中も今日から修学旅行に行ってますけども、そういう修学旅行含め、校外旅行、教

育旅行、そういうものの計画はこれはあくまで学校が判断することです。それは、いわ

ゆるその旅行の目的、あるいはその子どもたちにとっての意義ですね。もう一つは、や

っぱり安全に行けるかどうかということが非常に大きな判断する材料になっております

ので、そういう点であらゆる学校行事については学校の判断です。ただし、先ほど私が

最後で述べましたように、いわゆる安全が確保されない、そういうときについては教育

委員会としても学校現場へ指導といいますか、話はしてまいります。昨年も多賀中学校

は修学旅行で能登半島へ行くような計画がありましたけど、これは学校もやっぱり、群

発地震がそれまで起こってました。そういうことでやっぱり安全面でどうかなというこ

とで、私どももそうでしたし学校もそういう判断で変更したと。今年の１月１日の能登

半島地震が起こったということで、いわゆるできるだけいろんな情報もしながら、何と

いっても安全にということを最優先にしたいということで、今のところ、これも先ほど

答弁いたしましたように、やっぱり下見ができないと、始まってからだと。あるいはお

っしゃってるようなルートの問題とか、いろんなまだ判明してない面もございますので、

学校現場も意義は認めいてると思いますけども、今のところは計画はないというふうに

現場からは聞いておるというところでございます。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 山口議員。 

○８番（山口久男君） 分かりました。下見はできないというのは大問題だと思いますの

で、大体、下見、下見、今、教育長が言われたとおりだと思いますよ。やはり校外学習

とかそういうところへ初めて行くところは、しっかりと先生が下見をして、本当に安全

かどうか、どういうルートでそこに参加するか、これはもう校外学習はやっておられる

わけですわね、下見というのは、特に初めて行くところは。今、教育長が言われたよう

にまだ現在工事中ですので、下見というのはおそらくできないと思います。おそらく４

月１３日が開幕ですので、開幕してから下見してそして計画を立てるとなると、とても

じゃないけど、私はそういう校外学習、集団で行くところです、遠足含めて不適切かな

というふうに思いますし、私は万博そのもの自体が非常に今、問題が出ておりますし、

もちろんお金の問題とか、これはちょっと話がはずれますけれども、お金の問題とか、

それから大屋根リングが３５０億円かかって６か月で潰してしまうとか、そういう本当

にいろんな問題が出てると。先ほど申し上げましたように、ごみの島で果たしてそうい

う集客施設が本当にできるんかどうかとか、そんな様々な問題が出ておりますので、や

はり私は学校の行事としては不適切、校外学習としての場所として果たして適切かどう

かというふうに考えたときに、保護者の方あるいは子どもに説明できるのかとなると非

常に難しいと思いますので、教育長は今のところ行かないということは断言してよろし
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いんですか。そういう報告はこれはする必要はないんですか。県教育課とかその辺、こ

れは大阪、滋賀県が今度事業しますので、もう行きませんと県に報告するということは、

そういうことはあるんですか。しなくても、もう行かないということで返事はしなくて

もいいんですか。その辺ちょっとお聞きしたい。再度重ねてお聞きしたいと思います。 

○議長（菅森照雄君） 山中教育長。 

○教育長（山中健一君） 先ほど申し上げましたように、あくまで学校行事等は学校長の

学校の判断でやると。先ほど申しましたように、それぞれの学校の判断で県の、これは

無料で招待するという形で今いろいろと周知してますけども、学校の判断で連絡すると

いうことになりますけども、やはりその行く場合については、これは当然、我々のほう

には届けが出てきますので、そこでまた、あるいはいろんな校長の連絡等もございます

ので、いわゆるそういう中でやりますので、県のほうに報告する、行きません、行きま

すとかいう報告はそれはないです。いうことでございます。 

○議長（菅森照雄君） 山口議員。 

○８番（山口久男君） それでは、３点目の質問をさせていただきます。 

 訪問介護についてです。 

 今年の上半期の訪問介護事業者の倒産が、２０００年の介護保険制度スタート以来、

最多となっておるようです。政府は、今年４月から介護報酬改定で訪問介護の基本報酬

を２から３％引き下げました。このことにより、さらに小規模の訪問介護事業者の経営

が厳しくなることが予想されます。多賀町は高齢者が多く、訪問介護が必要な高齢者が

増えております。必要なときに安心して介護が受けられるために、以下の点について伺

います。 

 ①、多賀町における訪問介護、いわゆる生活援助とか身体介助されてる利用者の現状

状況はどうなのかお聞きします。 

 ②、全国で訪問介護事業者がない自治体は私の調べでは９７自治体ですけれども、多

賀町もその一つであります。今後、訪問介護事業所の誘致開設の見通しは考えておられ

るのかどうか。 

 ③、訪問介護報酬引下げによる影響はどのように考えておられるのか。 

 ④、国、県の公費負担増額を求めると同時に、訪問介護報酬引下げをしないよう国に

求める考えはないのか、あるのかどうかお聞きをいたします。 

○議長（菅森照雄君） 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 山口議員からの訪問介護について、まず１点目のご質問、

多賀町における訪問介護の利用者の状況、現状についてお答えいたします。 

 令和３年から令和５年の３年間の訪問介護サービスの利用状況の推移を見てみますと、

利用人数については１か月当たり平均４７件から５２件と、３年間で月平均５件増加し

ております。令和６年度から向こう３年間の利用見込みにつきましては、当町の高齢者
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人口および要介護認定者数が横ばいで推移することからも、利用者の増加の見込みはな

く５１件程度と見込んでおります。 

 ２点目のご質問ですが、山口議員のご質問にありましたとおり、多賀町内には訪問介

護事業所はなく、現在、主には彦根市、甲良町に所在地がある事業所からサービス提供

を受けている状況であります。町内に事業所はありませんが、訪問介護サービスが不足

している状況ではなく、また今後の利用者も増加することは考えにくく、今のところは

訪問介護事業所の誘致開設の計画はございませんが、今後も引き続き訪問介護サービス

の利用状況および提供状況などを注視し、彦根愛知犬上介護保険事業者協議会や県など

と情報共有を図り、事業所の実態把握やサービス確保に努め、多賀町のどこに暮らして

いても安心して介護サービスが受けられるよう努めてまいります。 

 次に３点目、訪問介護報酬引下げによる影響をどのように考えているかのご質問にお

答えいたします。 

 今回の訪問介護報酬改定につきましては、身体介護や生活援助の単位数が下がり、特

に小規模経営の事業所については、事業所の収益に直接的な影響が出るのではないかと

考えております。 

 しかしながら、今回の介護報酬改定により基本報酬は下がりましたが、一方で事業所

には質の高いサービスを提供するための特定事業所加算が設けられており、これらの加

算を適切に活用することで基本報酬の引下げを補てんし、介護職員の賃金向上やサービ

スの質の維持、向上を図ることも可能であると理解しております。 

 最後のご質問、国・県の公費負担増額を求めると同時に、訪問介護報酬引下げをしな

いよう国に求める考えはどうかについてお答えいたします。 

 山口議員のご質問にありましたように、必要なときに安心して介護が受けられるため

には、現時点では、まずは介護人材の確保やニーズに応じたサービスの提供ができる体

制であることが喫緊の課題と認識しております。 

 令和６年４月に報酬改定が行われたばかりで、支払いはサービス利用から２か月後と

なるため、訪問介護事業所への具体的な影響についてはまだ確認ができてない状況です。

今後、近隣の訪問介護事業者の実情と当町への利用者への影響の有無について把握して

いく必要はあると考えますが、現時点では評価ができておりませんので、訪問介護の報

酬引下げをしないよう国に求める考えはございません。 

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解いただきますようよろしくお願いしま

す。 

○議長（菅森照雄君） 山口議員。 

○８番（山口久男君） 先ほどの福祉保健課長の答弁で、今後影響が出るのは２か月後だ

と言われました。確かに報酬は２か月後の実績に基づいた報酬が支払われますので、私

は影響が出るのではないかと。国に求める考えはないと言われましたけれども、私の聞

いてる範囲内では、特に小規模の訪問介護事業所は非常にこれ、もし基本報酬が２％、
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３％、僅かどうか分かりませんけど、今でも大変なのに、引き下げられたらこれ以上事

業はやっていけませんと、人材確保ができないと。もちろん、ホームヘルパーをちゃん

としっかりと人材確保しないとサービスができないわけですよね。ですので、ほとんど

多賀町にありませんので、訪問介護事業所がないですので、甲良町とかあるいは彦根市

辺りの訪問介護事業者の、これは間接的ですけど聞きますと、本当に小規模事業者は非

常に厳しいと、倒産する可能性もあるかもわからんというような話も聞きました。全国

的に、先ほど申し上げましたように、大体７４％の事業所がこの基本報酬引下げによっ

て影響が出るだろうと言われてるんです。これはもうそういう事業者団体のアンケート

調査ですけれども、かなり影響が出ると。多賀町はご承知のように広い範囲内ですので、

今、先ほど課長が言われましたように、甲良町とかあるいは彦根市の事業所から多賀町

の利用者に訪問介護してるわけですけれども、範囲が広いですので、その間のガソリン

代とか、それから時間の問題とかいろいろあって、非常に今後、訪問介護に影響が出て

くるのではないのかなと私は非常に心配しております。その点について、課長どのよう

に思っておられますか。 

○議長（菅森照雄君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） 今のご質問にお答えさせていただきます。 

 先ほども答弁させていただきましたとおり、今、小規模な事業所が今回の介護報酬の

引下げについて影響が出るのではないかという、山口議員おっしゃられることにつきま

しては、私もそういうふうに思っているところはございますが、基本報酬の引下げだけ

ではございませんので、一番大事なのは利用者にどのようなサービス、質が高いサービ

スをどのようなサービスを提供できるかという一面もとても大事なことですので、国の

ほうは今回、訪問介護のサービスの質を上げるために特定の加算を設けたところでもご

ざいます。それと、人材確保が介護現場ではとても今一番の大事なところでございます

ので、私どもが力を入れていかないといけないところは、介護人材の確保にどのように

国に求めていったらいいかとか、そういうところを今後しっかり考えていかないといけ

ないなというふうに今の時点では考えています。ただし、今後の動向については、多賀

町の、先ほども申し上げたとおり、訪問介護事業者の提供状況ですとか利用状況、ケア

マネジャー等、あるいは事業所ともしっかり情報を共有しながら考えていきたいという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 山口議員。 

○８番（山口久男君） 多賀町は訪問介護事業所がないです。先ほど、今のところ誘致す

る考えはないんだということでしたけれども、将来的にこれ訪問介護事業所が、多賀町、

例えば社会福祉協議会でするとか、民間でするのが難しければ社会福祉協議会のような

ものが団体がやらざるを得んのではないのかなという将来的な、私ちょっと今考えてま

すと、そんな感じだと思うんですよ。高齢者がどんどん増えると、山間地域に仮に甲良
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とか彦根市から、ちょっともう遠いので訪問介護できませんよと言われたときにどうな

るのかというのが、私は非常に多賀町の地理的状況から見て、しかも多賀町にありませ

んので、多賀町独自のそういう介護事業のサービスを、利用者が本当に必要なときに受

けられるかどうか、それが非常に問題、課題になるのではないのかなと。今後、高齢化

も増え、要介護１とか、施設にも入所もできない方も、私もこの前、昨日も質問しまし

たけれども、特別養護老人ホームに入りたくても入れない方もおられると、そうなると

やはり訪問介護に頼らざるを得ないということにもなろうかと思いますので、その点に

ついて再度くどいようですけども質問させていただきたいと思います。答弁を求めます。 

○議長（菅森照雄君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

 先ほどの答弁の内容とちょっと重なりますけれども、多賀町の高齢者人口は令和５年

度をピークにこれからだんだん減少してきます。ですので、先ほど高齢者も増える、介

護を必要な人も増えるというふうに山口議員はおっしゃっていただいたんですけれども、

はつらつシニアプランの計画の中で、最終第１４期、令和２２年度までの人口の推移、

あるいは要介護認定者の推移を見ておりますが、これからだんだん、今ほど申し上げた

ように高齢者の人口が少なくなってきますとともに、要介護認定者数も減ってきますの

で、これから訪問介護を利用する人が今以上にかなり大幅に増えていくというような想

定はしておりません。また、湖東圏域の中で多賀町をエリアにする訪問介護事業所が現

在２６事業所ございます。その中で多賀町に参入している事業所が１５事業所いてくだ

さいますので、今の現状としてはそのような状況でございますのでご理解いただきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 山口議員。 

○８番（山口久男君） 確かにこれから人口減少社会に入りますので、当然それは人口は

減ります。高齢者の方も減ってくる可能性はある、これは分かります。しかし、この訪

問介護というのはやはりちょっと特殊ですので、やっぱりいろんな地理的な条件とか、

それからそれぞれの利用者が仮に減ったとしても、もっと時間を、例えば３０分で終わ

るのを１時間にしてほしいとか、そういう方も私おられると思うんですよ。訪問介護は

私は今後増えるというふうに、増えるというか減らないと思います。むしろ、訪問介護

事業者が減って、その需給バランスといいますか、ちょっとそこは言い方は問題かもわ

かりませんけれども、利用者に対して訪問介護を提供するそういう事業者が減れば、当

然サービスに影響すると私はそういうふうに思いますので、そこは見解の違いか分かり

ませんけど、私はそういうふうに思いますので、訪問介護の必要性をやはりもう少し、

課長も知っておられるか分かりませんけれども、認識をしていただきたいなと思います。 

 時間がありますので、次に移らせていただきます。 

 次、町職員の地域手当について伺います。 
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 多賀町職員には地域手当は支給はされておりませんが、地域手当の改定が現在、国の

ほうで言われておりますけれども、その点についてちょっと詳しくお願いします。質問

します。よろしくお願いします。 

○議長（菅森照雄君） 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 町職員の地域手当につきましてのご質問にお答えをいたしま

す。 

 議員ご指摘のとおり、多賀町の現行の給与制度におきましては、現在、多賀町は地域

手当の無給地となっていることから、地域手当は支給しておりません。 

 去る８月８日付の国人事院勧告では地域手当について言及がございまして、これまで

地域手当につきましては市町村単位の支給となっていたところ、都道府県単位とする見

直しの勧告が行われたところでございます。 

 これは、今まで地理的にも隣り合う市町で支給割合の違いが生じており、この不均衡

が長年課題となっていたことから、今回その是正勧告が行われたものです。この勧告に

より、滋賀県は令和７年４月から４％の地域手当支給地域となり、多賀町も４％の支給

地域となったところでございます。 

 多賀町においては、これまで国家公務員の給与制度に準拠し給与制度を運用している

ことから、国家公務員の給与に関する法律が人事院勧告に合わせ改正された際には、多

賀町においても準拠する形での条例改正をお願いしたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 山口議員。 

○８番（山口久男君） 今現在、地域手当は、例えば一番高いところですと東京都の特別

区いうんですか、２３区が２０％で一番高いです。やっぱり都市部やからということら

しいです。あと、滋賀県ですと大津とか草津とか、それから栗東はたしか１０％、そし

て彦根市とか守山市はこの前聞きましたら６％もらってるんだと。それで、甲賀と長浜

と東近江市が３％と、それ以外はちょっと分かりませんけれども、私の調べではそれ以

外は地域手当はない。多賀町は当然、地域手当は現在ありませんので、やはり地域手当

は、手当の格差があることによって職員のモチベーションがやっぱりないと、高いとこ

ろにやはり職を求めるということがありますので、その点についてやはり地域手当は公

平にすべきだというのが私の考え方ですし、やっぱり職員のモチベーションをしっかり

と持ってもらうためには地域手当を同じようにすべきだと。物価のいろんな問題があっ

て、あるいは民間賃金との格差があるということで地域手当が付いてましたけれども、

やはり地域手当の実態、また地域手当そのものよりも給与を引き上げると、給与水準を

引き上げることで格差を私は是正するほうがいいかなと思いますけれども、多賀町は今

現在ゼロですので、今後、人事院勧告が出されれば、それに準拠して適応するというこ

とでよろしいですか。財源の問題もありますけれども、それでよろしいですね。 
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○議長（菅森照雄君） 本多総務課長。 

○総務課長（本多正浩君） これまでも国の人事院勧告どおりに多賀町の職員については

制度改正をしてきておりますので、今回についても準拠する形で条例改正をお願いした

いと考えております。 

○議長（菅森照雄君） 山口議員。 

○８番（山口久男君） それでは、これで質問を終わらせていただきます。あと７分ちょ

っと残りましたけども、もう昼近づきましたので、よろしくお願いします。どうもいろ

んな答弁いただきまして、やはり住民のために頑張ってもらう、町職員がしっかりと仕

事できるようによろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。終

わらせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 暫時休憩をいたします。 

 再開は議場の時計で１時とします。 

（午前１１時４０分 休憩） 

                                        

（午後 ０時５９分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、一般質問を行います。 

 次に、１番、小島櫻議員の質問を許します。 

 １番、小島櫻議員。 

〔１番議員 小島櫻君 登壇〕 

○１番（小島櫻君） １番、小島櫻です。議長の許可を頂きましたので、これより質問を

させていただきます。 

 まず１つ目、小中学校のタブレット端末更新について。 

 令和３年に多賀町の小中学校に導入されたタブレット端末が令和８年に更新される予

定です。今回、この３年間における端末の活用状況やその効果について、具体的にどの

ように評価されているか質問します。 

 ＩＣＴ環境の整備はあくまで教育の手段であり、その最終的な目的は子どもたちの合

宿意欲や探求心、主体性の育成、そしてネットリテラシーの向上にあります。オンライ

ン授業の導入が全国的に進む中で、現状の多賀町ではこの取組が遅れており、リモート

環境での学習がほとんど行われていない状況です。また、様々な場面で活用できるワー

ドやエクセルといったツールを使った課題作成やデータ分析の機会もほとんど提供され

ていません。導入されているツールの種類が限られている現状において、多賀町内のＩ

ＣＴ教育は十分に活用されているとは言えず、原因の探究と解決策の提案が必要である

と考えます。そこで、以下の４点について質問いたします。 

 １つ、タブレット端末は現状どのように活用されていますか。 

 ２つ目、ある高校では学習アプリが導入されており、生徒の学力に応じた問題や学習

が提供されています。多賀町の小中学校でも同様のアプローチが可能ですか。 
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 ３つ目、不登校や特別教室での学習を中心とする児童生徒に対して、オンライン授業

を可能にする環境整備が必要ではないかと考えますが、この点について現状の取組と今

後の計画は。 

 ４つ目、令和８年の端末更新について、現在どのような検討が進められていますか。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） 伊東学校教育課長。 

〔学校教育課長 伊東瑞江君 登壇〕 

○学校教育課長（伊東瑞江君） 小島議員の小中学校のタブレット端末更新についてのご

質問のうち、まずタブレット端末は現在どのように活用されているかについてお答えい

たします。 

 本町では、１人１台端末が導入されて約４年が経過し、その間に端末の様々な活用が

行われております。小中学校においては、授業支援ソフトを活用し、電子データの資料

を子どもの端末へ配付し、子どもが手元で見られるようにしたり、電子データの課題を

回収して全体に提示し、子どもが考えを共有できるようにしたりしております。また、

インターネットの検索サイトを活用して必要な情報を収集、整理し、ワードやパワーポ

イントを活用して考えをまとめたり、新聞などの作品を制作したりする活動につなげて

おります。また、カメラ機能を使って写真や動画などを撮影、記録し、後で見返す活用

も行っております。本町の小学校が行っているタイピングの練習の取組は、子どもの意

欲を高めながらスキルを身に付ける工夫が評価されまして、県発行のＩＣＴ活用ガイド

ブックに掲載されております。また、鳥取県の三朝町や台湾の小学校と地域や学校の良

さを発表し合うなど、遠隔地とのオンライン交流も行っております。 

 夏季休業中は、家に持ち帰った端末を活用して、デジタルドリルやインターネット等

を使い、発達段階に応じた課題に取り組むことで、基礎的、基本的な内容の定着や自由

研究などの探究活動に役立てる機会としております。 

 このように、各校において、子どもの発達段階や学習場面に応じて徐々に活用の幅を

広げ、工夫をしながら取組を進めるところでございます。 

 今後は、課題の解決に向けて考えを共有、表現する学習活動においてＩＣＴを有効に

活用することや、子ども一人一人の学習状況を把握し、個に応じた支援を充実させてい

くことが重要であると考えております。そのためには、全ての教職員がＩＣＴを活用し

て指導する力を高められるよう取り組んでいくことや、教職員を支援する体制が重要で

あります。本町では、教育委員会や各校において専門家による情報モラルや学習アプリ

の操作方法等の研修を実施したり、ＩＣＴ支援員を各校に配置し授業支援や環境整備等

を行ったりしておりますが、引き続き教職員の支援の充実を図ってまいります。また、

学習中、端末の不具合が起こった場合は、ＩＣＴ支援員がサポートを行ったり教育委員

会に相談したりするなどその都度対応に努めており、継続してＩＣＴ環境の整備を図っ

ていくことも必要であると考えております。 



－２９－ 

 ２つ目の多賀町の小中学校でも学習アプリのアプローチが可能かについてお答えいた

します。 

 議員ご指摘のように、高等学校では生徒の学力に応じた問題など、個々のニーズに応

じて学べる学習アプリを活用している学校が多く、情報の教科を中核にして、社会の情

報化の進展に主体的に対応できる能力と態度を育成する専門的な学習が行われておりま

す。 

 本町の小中学校では、学習アプリといたしまして、個々に応じたレベルやペースで楽

しく学習できるＡＩを搭載したドリルを導入しております。具体的にはベーシックかパ

ワーアップかどちらかのコースが選択でき、正答・誤答の状況に合わせた個別の復習問

題がＡＩ機能により自動で選定され、理解や定着が図れるようになっております。併せ

て、学習した履歴も確認できますので、振り返りを習慣化することで学習意欲の向上に

つなげることもできます。実際、ドリルに取り組んでいる子どもの様子でございますが、

自分に合った問題を自分で選び、また自分のペースで取り組むことで自信につなげてお

ります。冊子のドリルになかなか気が向かない子どもが、意欲的に反復練習を行う姿も

見られます。 

 アプリは、このほかにも児童生徒が自分の意見をまとめて発表するアプリや、個人の

意見をクラス全体で共有するアプリ、またプログラミング学習のアプリとしましてメッ

シュ、スクラッチなどを小中学校に導入しております。中学校ではロボットプログラミ

ング学習の充実に向けて、今年度から新たなアプリＣ－Ｓｔｙｌｅを導入いたしました。 

 ただし、これらは学習活動を支援するツールであり、先ほど小島議員がおっしゃった

ように、ＩＣＴ環境の整備はあくまでも教育の手段であります。子どもたちが問題を発

見、解決したり自分の考えを形成したりするなど、授業の狙いに沿った、子どもに付け

たい力をしっかり見据え育成していくことが重要であると考えております。 

 ３つ目の不登校や特別教室での学習を必要とする児童生徒に対してオンライン授業を

可能にする環境整備についてお答えいたします。 

 不登校などの児童生徒に対して、一人一人の状況に応じＩＣＴを活用してオンライン

授業を行うことは、学びを保障する有効な手立てであると考えております。本町では、

教室での授業の様子を配信する環境が整っており、オンライン授業を自宅等で受けるこ

とは可能です。 

 現状の取組としましては、小中学校ではこれまでから、学級に入りづらい児童生徒に

対して学校内に落ち着いて学習や生活ができる環境をつくり、まずは心の安定を図りな

がら学習支援を行っております。また、不登校等により教室で授業を受けられない場合

であっても、端末を用いて配信された教室の授業を自宅等で受けたいということであれ

ば、オンライン授業の実施の準備はできております。今後の計画ということでございま

すが、子どもの様々な状態に応じてオンライン授業を活用するなどして、学びの機会と

居場所を確保してまいりたいと考えております。 
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 ４つ目の令和８年度の端末更新について、現在どのような検討が進められているかに

ついてお答えいたします。 

 現在、令和３年に導入しました１人１台端末の契約期間が終了することに伴い、令和

８年度の更新に向けて検討を進めているところでございます。国の方針としまして共同

調達が原則となっておりますことから、県のＧＩＧＡスクール構想推進協議会に参加し、

端末の機能等に関して協議を行っております。また、多賀町ＧＩＧＡスクール推進会議

を開催しまして、各小中学校のＩＣＴ教育担当の教員からＩＣＴの活用状況や必要な端

末の機能等について意見を聞くとともに、端末のソフトウェアについて業者によるデモ

ンストレーションを行い協議するなどして進めております。 

 機器のＯＳは、現在、本町においてＷｉｎｄｏｗｓを使用しておりますが、ｉＰａｄ

とＧｏｏｇｌｅ Ｃｈｒｏｍｅを含めた３種類の比較検討をしております。今後も学校

や外部の方からの専門的な視点での意見を参考にし、教育的な効果やコスト面等を考慮

しつつ、児童生徒にとって使いやすい端末の選定に向けて議論を重ねていきたいと考え

ております。 

 また、現代の社会はコンピューター等の情報技術が急激な進展を遂げ、スマートフォ

ンやタブレットＰＣ等が私たちの日常生活に浸透し、児童生徒が情報を活用したり発信

したりする機会が増えております。子どもが社会の中で効果的に情報を収集、評価、活

用できるよう、また情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方や態度を身に付

けられるよう、１人１台端末を有効に活用して、発達段階に応じた情報を活用する力を

育んでいきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 山中教育長。 

〔教育長 山中健一君 登壇〕 

○教育長（山中健一君） 小島議員の小中学校のタブレット端末更新についての質問に、

私のほうからもお答えいたします。 

 質問の前文において、議員は現状の多賀町ではオンライン授業の取組が遅れており、

リモート環境での学習がほとんど行われていないとか、様々な場面で活用できるワード

やエクセルといったツールを使った課題作成やデータ分析の機会がほとんど提供されて

いない、また多賀町のＩＣＴ教育は十分に活用されているとは言えず、原因の究明と解

決策の提案が必要であると述べておられますが、どのような根拠に基づいてこのように

断言されるのかと思っております。 

 ただいま学校教育課長が、ご質問の４点について具体的に詳しく、課題解決を含め

様々な取組を行っていることについて答弁したところであります。また、去る７月１８

日に開催されました議員研修会では、本町のＩＣＴ教育の活用の現状について説明をし

たところでございます。町内の教職員でつくっている研究組織である学習づくり部会で

は、ＩＣＴの効果的な活用について話し合い研究を進めているところでありますが、議
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員がこのように言われますと、先生方の意欲にも影響を及ぼしかねません。また、この

議員の質問を聞かれた、また読まれた保護者や住民の皆様に誤解や不安を与えることに

なることを危惧するところであります。各学校におきましては、学習指導要領に従って

各教科における学習の狙いを達成するために、先生方は授業の工夫改善を行い、子ども

たちの力を高める努力をしております。それぞれの学習場面において有効なツールとし

てＩＣＴを活用し、授業の効果を高め、子どもたちの主体的で深い学びの実現を目指し

てるんです。学校においては、ＩＣＴ教育によって全ての教育活動を行っているわけで

はありません。ＩＣＴの活用はあくまで多様な学習活動の一つであって、子どもたちの

実態に合わせ有効な教育活動の手段としてＩＣＴの活用があるんです。教育委員会とし

ては、この考え方の下でＩＣＴ教育を一歩ずつしっかり進めていく所存でありますので、

ご理解いただきたいと思います。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） 学校教育課長様、そして教育長の２名の方にご答弁いただきまして、

ありがとうございます。今、教育長からお話を頂きましたとおり、これは正直に私も１

つ謝りたいと思うことはあるんですけども、全くゼロの状態ではないということは確か

です。これは私も学校の先生に聞かせていただいて、私が思っている以上に使ってくだ

さっている部分もありましたし、表現の方法として良くなかったなということで素直に

反省をさせていただき、今後の質問もさせていただきたいと思います。 

 先ほどの教育長の答弁にもありましたとおり、ゼロではないけどもちょっと不足して

いるかなと私が感じているところをちょっと述べさせていただきたいと思うんですけど

も、例えば③番の関連する再質問になるんですけども、不登校、それから特別教室で受

けないといけないとか、病欠だけど元気で、オンラインであれば授業が可能といった生

徒に対してオンライン授業の提供が可能だというふうにおっしゃっていただいたんです

けども、全小中学校でこれが可能なのか、それと現状、行えているのかということを確

認したいと思います。 

○議長（菅森照雄君） 伊東学校教育課長。 

○学校教育課長（伊東瑞江君） ただいまの質問にお答えいたします。 

 まず１点目の不登校等の子どもたちがオンラインで授業を受けることは可能かという

ことでございますが、先ほど答弁いたしましたように、３校ともにそういった環境は整

備されております。 

 ２点目、現状行っているかということでございますが、先ほど答弁でもお伝えをさせ

てもらいましたが、こういったオンラインの授業は実施の準備はできています。それは

あくまでも、不登校等のお子さんというのは様々な状況があります。中には個別の事案

にもなりますので、背景はもうよくよくご存じだと思いますが、様々な背景を抱えてい

ます。その中で、学校は子どもや保護者と今後について相談をしたり、家庭訪問をして
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現状を把握したり努力をしております。その中で１つの提案としてそういったことも可

能であるということも視野に入れながら対応しておりますので、端末を用いて教室の授

業を受けたいということであればそういった対応もしていきたいと思っておりますが、

今のところそういったことは実施されておりません。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。私も３つの学校に、それぞれの先生に確認

をさせていただいたんですけども、唯一、多賀小学校がやっぱりオンラインがなかなか

難しいということでお聞きをしておりました。私の子どもが通っているときも、コロナ

禍でしたけどもオンラインの授業がやっぱりされることはなかったので、ほかの２校が

可能であればぜひまた進めていただきたいのと、こういう選択肢をつくっていただいて

いるというのはすごくありがたい話なので、どんどん機会を提供していただければとい

うふうに思います。 

 ちょっと戻ってしまいますけど、２番目の関連する再質問ですけども、ＡＩを搭載し

たドリルの導入はされているというふうにご説明を頂きました。実際にこれ活用されて

いますでしょうか。私、ミライシードというドリルパークというものを見させていただ

いたんですけども、割と皆さん共通の問題を宿題で出しているというのをお話の中で聞

かせていただいているので、このレベルに合った問題が出てくるところの活用というの

は少しちょっと少ないのかなというふうに感じさせていただいたんですけども、先ほど

答弁いただいた中では活用されているということでしたけども、これはいかがでしょう

か。 

○議長（菅森照雄君） 伊東学校教育課長。 

○学校教育課長（伊東瑞江君） ただいまのご質問にお答えいたします。 

 今おっしゃるミライシードの中には、いくつかの学習アプリが入っております。その

中にデジタルドリルがございまして、先ほど申し上げたような機能を持っております。

それは授業の中で、例えば単元の終わりに、この単元の習熟のために個別に進めましょ

うとか、学習が早く終わったときにその残った時間、習熟のためにドリルをするとか、

夏季休業中であるとか、様々な場面で活用がなされております。学校のほうも、今、Ｇ

ＩＧＡスクール推進会議を開催してるということをさっき申し上げましたが、その中で

活用状況を把握する中でも、このドリルについては大変良いという評価を頂いておりま

すので、やはりこの個々に応じたドリルというのは子どもたちの意欲につながるもので

あろうと思います。ですので、今、ドリルについての活用ということでございましたが、

子どもたちは個別に、またそれをいろんな工夫が中にはされておりまして、級で進級で

あるとか、何か良いものがたまっていくとか、いろんな機能を意欲に変えながら頑張っ

て取り組んでいるところでございます。 

 答弁とさせていただきます。 
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○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。子どもたちがご自身で選択をしてされてい

るということだったかと思いますので、これすごく有効的なＡＩを搭載したドリルだと

私も見ているので、子どもたちの学力向上とかにどんどんつながっていけばなというふ

うには思っております。 

 ちょっと最後に質問をさせていただきます。４番目の質問に関連してということなん

ですけども、専門的な方に意見を聞くということと同時に、生徒、それから先生、保護

者、実際に現場で使われている方、もしくは家庭で使っている保護者の方の意見を聞い

ていただいて、それをまた取り入れていただくような今後の検討をされているか、アン

ケート等を検討されているかどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（菅森照雄君） 伊東学校教育課長。 

○学校教育課長（伊東瑞江君） 今後の検討の方法でございますが、今ほど議員からご意

見いただきましたまず専門家の意見というのは、やはりＩＣＴを活用する上で貴重な意

見であると承知をしております。それも子どもや保護者ということでございますが、ま

ず子どもたちの反応を教師がどのように感じているかということを考えながら、必要に

応じてアンケート等を学期ごとにしておりますので、そういう意見も頂戴する機会とい

うのはございますので、その中でまたそういったご意見等があれば生かしていきたいな

ということを思います。 

 以上でございます。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。ＡＩとかＩＣＴが発達をしてきまして、

様々な場面でいろいろなことが実現できる幅が広がったり、子どもたちの視野も大きく

やっぱりここで変わってきていると思います。より充実した教育と、それから職場環境、

先生方の働き方改革にもＩＣＴは非常に有効かと思っていますので、その辺りで子ども

議会でも質問がありましたけども、ソフトウェアの検討もまた今後期待しているところ

です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、２つ目の質問へとさせていただきます。多賀町子ども・子育て応援プラン

２０２５について。 

 多賀町は、少子化・高齢化の進行に対応するため、多賀町子ども・子育て応援プラン

２０２０を計画から実行まで進められてきたかと思います。これに関連し、過去５年間

の取組状況、将来のＵターン促進策、ニーズ調査の範囲と方法、そして持続可能な少子

化対策について、以下３点の質問をさせていただきます。 

 １つ目、多賀町子ども・子育て応援プラン２０２０の進捗状況、この５年間の取組状

況や達成状況は。 

 ２つ目、民間の宅地開発が停滞しているように現状感じます。将来的にＵターンを希

望する子育て世帯を増やすことが重要かと思われます。応援プラン２０２５の中で、こ
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の点に対してどのように考えどのように実行される予定ですかということです。 

 ３つ目、応援プラン２０２５の作成に際し、どのようなニーズ調査が行われるのでし

ょうか。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 小島議員からの多賀町子ども・子育て応援プラン２０２５

についてのご質問について、私のほうからは１点目と３点目についてお答えいたします。 

 まず１点目、多賀町子ども・子育て応援プラン２０２０の進捗状況、この５年間の取

組状況や達成状況についてお答えいたします。 

 現在、次期計画を策定するため、令和２年度から令和６年度までの計画期間である多

賀町子ども・子育て応援プラン２０２０の取組状況や達成状況について、８月中に各課

に調査を実施し、現在まとめの作業に入ったところであり、１０月に開催する会議にて

報告する予定となっています。 

 この計画は、みんなで応援 子どもと子育て 親も子も地域もキラリとひかるまち・

多賀を基本理念とし、３つの基本目標およびそれぞれの施策目標を掲げており、おおむ

ね目標の達成はできている状況でございます。しかしながら、計画期間中の新型コロナ

感染症による影響で、基本目標Ⅲである地域とのつながりでゆとりを持って子育てでき

るまちづくりにつきましては、地域における子育て支援について一部達成できてない項

目がございました。次期計画においては、現計画の検証を踏まえ、しっかり目標を掲げ、

達成に向け、関係課、関係機関と連携を図り、取り組んでまいりたいと考えております。 

 ３点目のご質問、応援プラン２０２５の作成に際し、どのようなニーズ調査が行われ

たかにお答えいたします。 

 令和６年３月に計画の策定に向けて、就学前および小学生児童の保護者を対象に、子

育て家庭の生活状況や町の施策に対するご意見、ご要望を聞かせていただくためのアン

ケート調査を実施いたしました。 

 主な内容につきましては、大きく分けると３点ありまして、１つは保護者の就労状況

や子育て環境について、２つ目は教育・保育事業等サービスの利用について、３つ目は

放課後等の過ごし方についてであります。 

 就学前児童の保護者につきましては、３３２件配布、１９４件の回収、回収率が５８.

４％、小学生保護者につきましては、３２３件配布、２２７件の回収、回収率７０ .

３％でございました。 

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいた

します。 

○議長（菅森照雄君） 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 
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○町長（久保久良君） 議員２つ目の質問にお答えいたします。 

 まずは、ご質問の民間の宅地開発が停滞している現状の認識についてであります。皆

さんご承知のとおり、平成２６年２０１４年、人口問題研究所より、２０１０年に対し

３０年後の２０４０年に人口が著しく減少し消滅しかねない自治体の一つとして、多賀

町が挙げられました。この人口減少に、特に少子化に歯止めをかけたい、そのためには

どんな取組が必要かと考えたとき、子育て・教育熱心のまちづくりが一丁目１番地の取

組になるとの思いで、県下初の中学校までの医療費の無料化や出生された方へのお食い

初めセットの贈呈、そして小中学校へのサポート人材の拡充など、子育て教育の充実に

向け様々な取組を進めてまいりました。その取組を地道に着実に進めていく中で、町内

外より子育て・教育への一定の評価を頂くようになってまいりました。その評価ととも

に、グリーンヒルや神田の里をはじめとした民間による宅地開発が進められ、若い世代

が特にＩターン、そしてＵターンという形でも移住・定住していただくようになってま

いりました。そして、より多くの若い世代の要望、期待に応えるために、さらなる若い

世代の移住・定住を促進するために、自然保育に重きを置いた大滝たきのみやこども園

や、町産材をふんだんに活用した久徳うぐいすこども園の整備、そして増加する児童に

対応した放課後児童クラブの施設整備、若い世代にも活用してもらいたいという考えの

下に整備した中央公民館多賀結いの森、そして若い世代の要望が高かった、つい先月オ

ープンした結いの森公園の整備など、様々な子育て教育の取組を進めてきました。それ

らの取組により、数年前より３、４社による２０から４０区画の宅地造成が進み、今現

在も分譲地の販売が行われております。また、５区画ほどの小規模な開発も今なお何か

所かで行われている状況であります。そして、今後宅地開発をしたいという案件も聞き

及んでおり、多賀町では他自治体と比較しても多賀町のこの限られた開発用地の中でも、

まだまだ民間による開発意欲があると考えております。 

 このように、今なお開発が進められているのも、これまで着実に取り組んできた、進

めてきた子育て・教育をはじめとした若い世代を引き付ける魅力のある取組があったか

らではないかと考えておりますので、２０２５応援プランの中には、これまでの取組を

精査しつつ、今後必要になってくるであろう取組も付加していくことが必要でないかと

考えております。 

 以上、答弁といたします。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。③番の答弁に対しての再質問となるんです

けども、ニーズ調査が就学前児童、それから就学児童の保護者に調査されたというふう

にご説明いただいたんですけども、子育ては中学生や高校生までだと思っているんです

けども、これは対象となったのがここだけというのは何か理由があるんでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） ただいまの質問にお答えさせていただきます。 
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 子育て、この計画の現計画２０２０におきましても、同じように就学前と小学生の保

護者を対象に調査をしておりまして、それと比較をした結果でもって２０２５の計画を

策定するというようなこともありまして、調査対象者につきましては同じ対象者でとい

うようなことで実施しております。議員がおっしゃるように、もちろん中学生も含めて

というのはよく理解できますが、今回につきましてはそういう状況で調査をさせていた

だいたという次第です。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。５年ごとの計画かと思いますので、２０２

５ができましたら、次２０３０だと予測をしてるんですけども、そのときの比較となる

と対象者は変わらずこの就学前児童、それから就学児童というふうになるということが

予測はできるんですけども、中学生や高校生の保護者には今後もうアンケートとかで確

認をされることはないですかね。 

○議長（菅森照雄君） 林福祉保健課長。 

○福祉保健課長（林優子君） 今のご質問にお答えさせていただきます。 

 ２０２５の計画策定をしてから、これから５年後にまたこの計画がということですが、

今現在、国のほうではこども家庭庁が設立されまして、子どもに関するいろんな新しい

制度ができたり制度改定が行われたりということで、５年後のこの計画が同じような対

象で同じような中身を盛り込んでというようなこととはまた違ってくるかなというふう

に考えております。子ども大綱が閣議決定されまして、令和６年度には子ども・子育て

支援法、児童福祉法が改正されておりますので、５年後にはまた違った今の計画よりも

幅が広く、あるいは中身の盛り込みも増えてというような計画になるのではないかなと

いうふうに思いますので、そのときは５年後にまたどういうような内容で調査をしない

といけないか、あるいは国のほうからもいろいろなガイドラインのほうが出るかと思い

ますので、それに従って考えていくようなことになるかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） 国のガイドラインに従ってこの施策をしていただいているというこ

とですので、また私たち、中学生や高校生の子どもを持つ親からしても、子育てのまだ

真っ最中であって、もしこのプランの中では対象がこの今言ってる就学前であったりと

か就学児童であったとしても、別のところでまた何かそういったニーズ調査というかし

ていただければなというふうに思います。子育ては、やっぱり年齢ごとに悩みであった

りとか解決したいことというのが変わってくるので、そういったこともまた子育ての中

で盛り込んでいただけると非常にありがたいなというふうに思っています。 

 町長が答弁いただきました宅地開発の件も、小規模でありながらもどんどん開発を進

めていただいている、若者がたくさん増えてきているというのは、非常に私たちにとっ
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てもありがたいなというふうに思っています。ただこの持続可能なこの少子化を目指し

ていくというところが非常にやっぱりポイントになってくるかというふうに思っていま

すので、できれば今現状、この温かい支援を受けていただいた子どもたちが、また多賀

町で住んでみたいとか戻ってきたいと思ってもらえるようなまちづくりというのも意識

をして、これから新しい目線でご支援やご検討がいただける多賀町であってほしいなと

いうふうに思いました。ありがとうございます。 

 では、３番の質問へと行かせていただきます。 

 ３つ目、中学校の部活動地域移行についてです。 

 文部科学省では、令和５年から令和７年までを改革推進期間と位置づけ、休日の部活

動の地域移行に向けた取組を推進しています。この改革の背景には、学校教員の負担軽

減や地域との連携強化、そして生徒が多様な経験を積むことができる環境を整備するこ

とが含まれています。具体的には、合同部活動や部活動指導員の配置により地域と連携

することや、学校外の多様な地域団体が主体となる地域クラブ活動への移行が求められ

ています。各自治体においては、地域の実情に応じて可能な限り早朝の実現を目指すよ

う促されている状況です。隣の豊郷町では、学校・地域・生徒に何度もアンケート調査

を実施し、その結果に基づいていくつかの部活動が地域に移行され、活動が１年以上に

わたり継続されています。しかしながら、同じ時期に国から推進されたにもかかわらず、

多賀町では地域移行の進捗が遅れているように感じます。 

 そこで、多賀町においてもこの改革を推進するためにどのような取組が行われている

のか、そして今後の方針について、以下４点質問させていただきます。 

 １つ目、多賀町における中学生の部活動の地域移行の進捗状況はどのようになってい

ますか。 

 ２番目、他の地域では、地域移行の進捗状況に伴い、対象者や保護者、関係者へのア

ンケートが実施されています。多賀町においても同様の調査が実施されたのでしょうか。

その結果や反応について教えてください。 

 ３つ目、地域移行を専門に担当する職員が雇用されているにもかかわらず地域移行が

進みにくい原因は何か、課題や障害となっている要因について教えてください。 

 ４つ目、多賀町として中学生の部活動の在り方をどのように考えているのか、現状の

課題や将来的な方向性について教育委員会の方針を教えてください。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 竹田生涯学習課長。 

〔生涯学習課長 竹田幸司君 登壇〕 

○生涯学習課長（竹田幸司君） 小島議員の中学生の部活動の地域移行についてのご質問

のうち、１つ目の多賀町における中学校の部活動地域移行の進捗状況と、３つ目の地域

移行が進まない原因と課題や障害となっている要因については関連性がございますので、

一括して答弁をさせていただきます。 
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 まず当町の進捗状況でございますが、令和５年４月から部活動の地域連携や地域移行

に関する専門員を設置し、当町の実情把握や他市町の取組状況の調査研究、そして犬上

３町による意見交換などを実施しております。また、令和６年２月には、学識経験者を

はじめＰＴＡ会長やスポーツ団体、学校関係者などで組織する多賀中学校の部活動の在

り方および地域連携に係る検討協議会を立ち上げ、他市町の事例研究をはじめ、教員、

生徒、保護者に向けたアンケートを実施し、その分析結果に基づき推進計画や意向に向

けた方針案の策定について議論を重ねているところでございます。 

 また、このほかにも地域連携として多賀中学校の一部の部活動で外部指導者を取り入

れたほか、この８月より地域移行実証事業として地域総合型スポーツクラブである多賀

やまびこクラブに業務を委託し、中学生を対象にしたソフトテニス教室を地域の方の協

力の下に実施し、検証を重ねながら、今年度継続実施していく予定でございます。 

 小島議員のご質問の中で、地域移行を担当する職員が雇用されているにもかかわらず

地域移行が進まないとお尋ねでございますが、当町でここまで取組ができたのは、現在、

県下の１９市町のうち９市町しか設置していない地域移行に向けた専門員をこの改革推

進期間の当初である令和５年度から設置できたことも非常に大きいというふうに考えて

おります。特に当町の専門員は地元中学校で校長職を経験されたこと、近隣自治体でス

ポーツ行政に携われ経験豊富なことから、業務だけではなく非常に重要な中学生との連

絡調整や近隣自治体との協力体制の構築など円滑に進めていただいているところでござ

います。 

 このように、本町の実情に応じ持続可能な体制ができるよう一歩一歩着実に取り組ん

でいるところでございます。 

 次に、地域連携や地域移行がうまく進まない課題や障害といたしましては、国におい

ては当初令和５年度から令和７年度を部活動の地域移行を実施する改革集中期間として

定めてきましたが、令和４年度にこの期間を実施に向けての努力を行う改革推進期間へ

と変更しトーンダウンされたこと、部活動の移行後の財源の確保に不安が残ること、ま

た滋賀県では地域移行に関する方針が令和６年３月にようやく提示されたことにより、

県内の各市町の動きが遅れたことが要因となっております。また、７月に開催された首

長会におきましても、部活動の地域移行について熱心な議論がされたところでございま

すが、各市町ともそれぞれの実情や課題があり、大変デリケートな問題であることから、

短期間ではなかなか結論を出すのが難しい状況となっていると思われます。 

 ２つ目のご質問の、対象者や保護者、関係者へのアンケートの実施状況についてでご

ざいますが、令和５年度に教員、生徒、保護者へのアンケートの実施と分析は既に終わ

っており、教員においては部活動の指導を通じて生徒との人間関係の構築や生徒の成長

が感じられる反面、指導に負担を感じるなど葛藤があるなどの意見や、生徒においては

仲間と楽しんでできることの達成感や、ほかにも部活動の選択肢が欲しいなどの意見が

あったこと、また保護者では、地域移行された際の移動手段や経済負担においての不安
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があるなどの意見がございました。 

 このことから、当事者の声を大切にし、十分に反映できるよう取り組んでいく必要が

あると考えております。 

 最後に４つ目の、中学生の部活動の在り方や将来的な方向性についての教育委員会の

方針でございますが、部活動は生徒が学年や学級の所属を離れ自主的に活動し、先輩や

仲間とのつながりを大切にし、協調性や豊かな心を育てる場として重要な役割を果たし

ていると考えます。 

 しかしながら、学校部活動の教育的エリア、地域との連携強化を考えると、地域の子

どもたちは学校を含めた地域で育てるということを基本に、学校部活動に外部指導者を

取り入れるなどといった学校と地域との連携や、まずは休日から地域クラブなどにお願

いするなどといった地域移行など、地域連携と地域移行を実情に応じて並行して実施し

ながら、将来にわたり子どもたちがスポーツ、文化活動に継続して親しむ機会が確保で

きるように、多賀町中学校の部活動の在り方および地域連携に係る検討協議会を中心に

検討を重ねてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきますので、ご理解いただきますようよろしくお願いをい

たします。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） 答弁ありがとうございます。ちょっと関連させて再質問させていた

だきます。 

 まず先ほどアンケートのことについてお答えを頂いたんですけども、これは令和５年

度に１度だけのアンケートだったのでしょうか。それから何回か実施をされているのか

教えてください。 

○議長（菅森照雄君） 竹田生涯学習課長。 

○生涯学習課長（竹田幸司君） 再質問のほうにお答えをさせていただきます。 

 このアンケートにつきましては令和５年に実施させていただきまして、中学生の方に

対しましては２０３名中１８４名、また先生方につきましては１００％、また保護者に

つきましては７０％の方に回答のほうをしていただきまして、各項目、非常に詳細にさ

せていただきました。その結果いろんな貴重なご意見も頂いておりますので、今のとこ

ろ１回しかアンケートのほうは実施しておりません。 

 以上でございます。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。豊郷町の例でいくと、広報とかにそのアン

ケート結果を載せていただいていて私たちが広く知ることができるというのがすごくい

いなと思ったんですけども、多賀町ではこのアンケートの結果の公表はされていないん

でしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 竹田生涯学習課長。 
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○生涯学習課長（竹田幸司君） 再質問のほうにお答えをさせていただきます。 

 このアンケートの結果につきましては、先ほど申し上げました検討協議会にて公表の

ほうはさせていただいておるところでございます。今後、部活動の地域移行に関する取

組につきましては広報のほうをしていく必要があるというふうには考えておるんですが、

非常にデリケートな部分もございますので、慎重に取り組みながら公表等も考えていき

たいというふうに考えておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。アンケートもいくつもの項目にわたってし

ていただいたようですので、豊郷町も全部は載せておられないんですけど、公表ができ

る範囲は早めにしていただけるほうが当事者としてはすごく分かりやすくて、取組をし

ていただいていることが分かるかなというふうに思っています。また、アンケートの対

象者が現在の中学生、それから先生、保護者ということでしたけども、これから中学生

になっていかれる小学校の６年生もしくは５年生ぐらいまでのアンケート実施というの

は、今後検討されることはありませんか。 

○議長（菅森照雄君） 竹田生涯学習課長。 

○生涯学習課長（竹田幸司君） 再質問のほうにお答えをさせていただきます。 

 この部活動の地域移行につきましては非常に重要な問題というふうに考えておりまし

て、持続可能な体制を整備していくということが非常に重要であるというふうに考えて

おります。議員のご指摘のように、今、小学生の方等々の意見も聞けるように取り組ん

でいく必要もございますので、そういったことに関しましては協議会も含めて改めて検

討のほうをさせていただきまして、よりよい地域移行ができるように取り組んでいけれ

ばというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。小学生もやっぱり中学生になる楽しみの一

つとしてこの部活動も入っているんではないかなというふうに思いますので、ぜひアン

ケートのほうまた調査していただければというふうに思います。 

 ３番の質問の再質問をさせていただきたいと思うんですけども、地域のスポーツに関

する指導者が率先して中学生をサポートしていただいているような状況なんですけども、

先ほど言われましたこの専門員の方がこの地域の中学生をサポートしていただいている

指導者との話とか、何か今後の進め方の検討等はされているんでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 竹田生涯学習課長。 

○生涯学習課長（竹田幸司君） 今後の部活動の地域移行の進め方といたしましては、先

ほど申しましたように、中学校に部活動の協力者を入れて進めていく地域連携というこ

とと、新たなクラブにお願いをするという地域移行という手段があるかなというふうに
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考えております。非常に多賀町におきましては熱心な指導者の方も多く、あるスポーツ

少におきましては、中学生も見ていきたいというような声も聞いてますので、そういっ

た声も十分に反映をさせながら、多賀町の実情に応じた体制整備ができるように取り組

んでいきたいというふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。本当に言われるとおり、各スポーツ少年団

の指導者の方等も聞いていますと、本当に熱心に中学生を指導してくださっている様子

が私も見受けられますので、そういった方にお願いができたりするとすごく安心感があ

るなと、この地域移行ももっとどんどん進んでいくのかなというふうに思っていますの

で、言われるとおり、地域との連携を大事にしながら、更に中学生が部活動ができる期

間というのは本当に２年半しかない、本当にあっという間に終わってしまうので、より

充実したそういった活動ができるように進めていただければというふうに思います。あ

りがとうございました。 

 ４つ目、地域おこし協力隊について質問をさせていただきます。 

〔「３番目の質問に対してちょっと反問権を使わせていただきます」の声あり〕  

○議長（菅森照雄君） ただいま反問権の行使の要求について許可します。 

 事務局はこれより残時間を停止してください。 

 久保町長。 

○町長（久保久良君） ３番目の質問、これは人が特定されますので、個人の名誉にも関

しますので、ただいま課長が質問しましたように、専門員の方、地域移行に向けて積極

的に取り組んで地域移行に向けて進めていただいてますので、そのことをご理解いただ

きたいと思いますので、ご理解いただけるようやったらその旨私にお伝えください。よ

ろしくお願いします。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。ご説明いただき、ご理解することできてお

ります。今の３番の質問、それから１番のほうの質問に関しても、私の申入れ方が良く

ないなということを今回反省しております。日頃から、この地域移行のことに関しても

竹田課長からいろいろなお話を聞かせていただき、一生懸命していただいているという

こともご理解しております。ただ、子どもたちのために、また保護者の不安があるとい

うのが現状ですので、どうなっているかということをやっぱり皆様に早めに知らせてい

ただきたくあえてこちらで質問させていただいているということもありますので、大変

申し訳なかったなということですので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） 今、反問に対する回答がなされましたが、これでよろしいでしょ

うか。 

○町長（久保久良君） はい。 
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○議長（菅森照雄君） 以上で反問権の行使を終了いたします。 

 これより一般質問を再開いたします。 

 事務局は残時間の停止を解除してください。 

 小島議員。 

○１番（小島櫻君） では、引き続き４番目の質問をさせていただきます。 

 地域おこし協力隊には年間２００万円の活動補助金が支給されておりますが、この補

助金が正しく使用されているか、またその使用が地域振興にどのような成果をもたらし

ているのかについて調査させていただきました。今回は、多賀町地域おこし協力隊の活

動収支決算書やＮＰＯ法人おおたき里づくりネットワークの活動計算書を基に、補助金

の動きやその効果について具体的に確認しています。その中で、次の５つの質問をさせ

ていただきます。 

 １つ目、地域おこし協力隊の活動補助金に関する事業実績書および活動収支決算書の

チェックはどのような方法でどなたが行っていますか。 

 ２つ目、現在３名の地域おこし協力隊がＮＰＯ法人おおたき里づくりネットワークに

所属されていますが、多賀町が交付している活動補助金のうちいくらがＮＰＯ法人の事

業費として使用をされていますか。 

 ３つ目、活動収支決算書によると、地域おこし協力隊の住居として使用されている施

設の家賃が値上がりをしています。その理由は何ですか。 

 ４つ目、経理委託費として１人３６万円、こちらは多賀町地域おこし協力隊活動補助

金交付要綱に上げられている補助対象経費のどの項目に該当しますか。 

 ５つ目、１年間の事業計画と活動内容について、現状の補助金の使い方による成果と

達成率の確認はどのように行われていますか。 

 よろしくお願いします。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

〔企画課長 藤本一之君 登壇〕 

○企画課長（藤本一之君） 小島議員の地域おこし協力隊についてのご質問にお答えいた

します。 

 １つ目の地域おこし協力隊の事業実績および活動収支決算のチェックを誰がどのよう

に行っているのかにつきましては、３名の協力隊それぞれより提出される実績報告書を

基に、根拠資料との照合を企画課の担当職員が行い、その結果を町長に決裁していただ

いております。 

 ２つ目の活動補助金のうちＮＰＯ法人の事業費として使用されている金額はいくらか

とのご質問ですが、３人の協力隊につきましては採用時点でＮＰＯ法人の一員として大

滝地域の活性化や課題解決に取り組んでいただくことを活動内容としておりますので、

原則的には全てＮＰＯ法人の事業費であると考えております。 

 ３つ目の協力隊が居住する家屋の家賃が値上がりした理由についてでございますが、
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３名のうち２名の家賃が昨年１１月より増額しておりますが、その家屋につきましては

ＮＰＯ法人が管理する家屋であり、家屋の修繕や改装に要した費用に家賃収入を充てて

いる関係から、年度途中の家賃改定を行う旨の相談を受け、町が補助金交付要項で定め

る家賃の上限額以内であることから承諾したものでございます。 

 ４つ目の経理委託費は、多賀町地域おこし協力隊活動補助金交付要項に掲げる補助対

象経費のどれに該当するのかにつきましては、同要綱の別表より、定住に向けて必要と

なる環境整備に要する経費として理解しております。その理由につきましては、経理委

託費をＮＰＯ法人の収益とし、隊員が任期終了後も引き続き地域へ定住するため、雇用

創出を目指す地域商社事業の整備経費に充てているためでございます。 

 ５つ目の１年間の事業計画と活動内容について、現状の補助金の使い方による成果や

達成率の確認についてでございますが、大滝地域の活性化を目的として令和２年度より

地域の皆さんと議論を重ねた結果、持続可能な地域活性化活動の実現をさせるため、令

和４年度にＮＰＯ法人おおたき里づくりネットワークが設立されており、その組織の中

心的な任務を担って各種事業に取り組んでいますのが、３名の地域おこし協力隊になり

ます。よって、事業の成果や達成率はＮＰＯ法人の活動内容に対して検証を行うもので、

各隊員より毎月提出される活動報告書や毎週月曜日のミーティングにおける事業の進捗

状況や計画等の報告を企画課担当職員が確認をしております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。１番目の質問に関連をして再質問させてい

ただきます。 

 活動収支決算書には領収書の添付がなかったように思えるんですけども、この添付が

ない理由と、写真を見せていただいたと思うんですけど、確認しているところの写真を

その代わりに添付をしていただいているんですけども、通常、監査等が入ると領収書の

添付が必要かと思うのですが、これない理由をひとつ聞かせていただきたいなというこ

とと、もう一つ、その書類等の提出がそれぞれからされているということなんですけど

も、隊員それぞれが作成をこれされていますでしょうか。お願いします。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまの再質問にお答えをさせていただきます。 

 まず伝票ですね。領収書等の確認ですが、全て担当の職員が現地のこいしまるのいえ

というのが一応事務所になっておりますが、そちらのほうで関係書類全部提出していた

だいた上で、それぞれ３人の協力隊の実績報告の中に割り振られておりますので、その

ＮＰＯの経理の中からどの部分がこれに当たるものかというのを確認は現地でしており

ます。ただ、コピー等の添付の必要性を求めておりませんので、実績報告書には付いて

いないという状況でございます。ただ、庁内の監査でもご指摘を受けた部分でもござい

ますので、今後につきましてはもう少し監査の中でも確認をしていただけるような方法
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を検討してまいりたいとは思っております。以上です。 

 それともう一つ、３人それぞれ、先ほど申し上げましたように、３人別々の実績報告

が出てまいります。取り組んでいる事業につきましても、３人全く同じもの、同じ事業

をやっているわけではなくて、担当している業務というのは分かれてまいりますので、

それぞれ別々の内容を３人それぞれ個々にチェックをさせていただいているという状況

でございます。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。領収書の件は監査等でも指摘があったとい

うことですので、また今後対策をされるかと思いますが、２つ目に聞いたのは、一括で

提出はされていますが作成そのもの自体をそれぞれの隊員がきちっとしていますかとい

うご質問だったんですけども、私が隊員に確認をしたときに、一括で１人の人が作成を

しているというふうに聞いていたので、それは果たして責任としてどうかというふうな

ことを思ったので、ちょっと確認をさせていただきました。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） すいませんでした。質問の内容を間違って受け取っておりま

した。議員おっしゃるように、それぞれの３人の活動報告書につきましては、毎月の報

告書はそれぞれ隊員が作っておりますが、経理の部分をＮＰＯ法人の中で１人の隊員が

ＮＰＯ法人の経理を担っている関係で、その職員というか協力隊が３人分の経理の部分

の実績報告はそれぞれまとめているという状況になっております。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。ＮＰＯ法人おおたき里づくりネットワーク

という団体があって、そこに地域おこし協力隊が派遣されているような状態、一員とし

て活動されているということなんですけども、家賃のお話がちょっとありましたけども、

隊員が住居として住まわれている家をＮＰＯ法人おおたき里づくりネットワークが借上

げをしているというようなことを聞いたことがあるんですけども、そこからまた隊員に

貸付けをするというか、家を貸して家賃を取るというのは、これ中でお金が流動してい

るように見えるんですけど、その辺りはどういう仕組みになっているのかということと、

ちなみに先ほど家賃の中に修繕が入っていると、修繕費用を取っているということがあ

ったんですけども、いくらずつなのかということをちょっと詳細を教えてください。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ＮＰＯ法人が所有している家屋というものは、このＮＰＯ法

人の空き家活用という事業をやっておりますが、その事業の一環で空き家を借り上げる

なり買い上げる過程の中で、また新たな買主を見つけるという事業がございます。その

ような事業の一環として所有していたり借用している家屋を協力隊の住居として一時的

に使用させているということになりますので、それはＮＰＯ法人が一般の方に貸すなり

売却するなりしたときに徴収する家賃という考え方になりますので、協力隊が住むため
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の家賃というのは活動費の中で出すということで問題はないというふうに我々は考えて

おりますし、それとあと家賃が値上がりしたときに修繕費等が上乗せされてるというふ

うに私はご説明させていただきましたが、それはあくまで個々のこの家に対してどれだ

けかかったから家賃をこれだけ上げるというわけではなくて、ＮＰＯ法人の会計の中で

その家屋に対して改修なり修繕を総合的に行っている経費をＮＰＯ法人として経費を上

乗せをして改修をしていくという部分になりますので、それが不当な金額が上乗せされ

てるというふうに認められるようでしたら、我々も上限の範囲内というのがありますの

で、５万円という上限の範囲内に収まっておりますので、我々としては家賃はあくまで

ＮＰＯ法人と協力隊の間の賃貸借契約に基づいてお支払いをしているというふうに考え

ておりますので、そこについては個々の修理代がどれぐらいかかったからこれだけ上が

ったというふうな考え方はしていないという状況です。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） 今の説明で私がちょっと理解がしにくかったんですけど、修繕費は

修繕が必要となってから修繕費を取られているわけではなくて、毎月の家賃の中からい

くらかをプールされてる形で、その中から修繕をされているという理解でいいですか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） 私の説明が非常にうまくなくて申し訳ないんですけども、Ｎ

ＰＯ法人が一般のお家を借りたとします。借りたときに次の借主に渡す過程において、

やはり住める状態でなければ買手がなかなか見つからない、それを住みやすい状況にす

ることで借手が見つかるという部分で、そこに修繕費なり改修費をつぎ込んで商品価値

を高めて新たな借主を見つけるという事業になるんです。それは一般の不動産やらもや

られている手法やと思うんですけども、それを使って、自己資金を使って、その改修を

やっている、その自己資金をつぎ込んだ改修費が家賃の上に乗ってるということになり

ます。ですので、そこで利益を上げないとＮＰＯ法人としては活動費が生み出せない。

ですので、たまたま協力隊に貸しているのであって、一般の方に貸したときでも所有者

から借りたお金と同額で貸していたんではそこに利益は生まれないということになりま

すので、そこに差額が出ることについては我々は何ら問題はないというふうに考えてお

ります。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） 私の認識が間違ってたら申し訳ないんですけども、ＮＰＯ法人おお

たき里づくりネットワークに空き家対策として利益を上げることが一つの事業になって

いるという理解でよろしかったでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ＮＰＯ法人といいますと、非常に私も勉強不足で、利益を上

げてはいけない団体ではないのかなというふうに思っておりましたが、有識者の方に確
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認をさせていただく上で、ＮＰＯ法人といえども活動経費は必要になってくる、その活

動経費を生み出すための利益を生み出すことは違法ではないということで、普通のこと

というふうに考えていいということでした。ですので、今、ＮＰＯ法人が収益を上げる

事業をやっているのは、最終的には今の地域おこし協力隊が中心的な労働力といいます

かスタッフになるんですけども、その方々に今は協力隊としての報償費が出ております。

３年間が上限で出ておりますが、その後も雇い入れられるような組織になるための収益

を上げていく、そのベースをつくる、組織としてそういう組織になるためのベースをつ

くっている状況になります。ですので、今上げている利益というのは最終的には協力隊

が定着できるような給与といいますか、そういうものがお支払いできるような組織にな

っていくための準備をいろいろな事業をやっていると。また、それ以外にも当然、地域

おこし協力隊は大滝地域の活性化のためにＮＰＯ法人で事業をやっているわけで、その

事業の中身も経費のかかる事業もたくさんあります。それは経費がかかるだけで、なか

なか収益として挙げられない事業もたくさんあります。でも、そこに必要な経費という

のも、そういうもので生み出された経費で賄っていくのが最終的な目標と。今は協力隊

の活動費というものを使わせていただいてＮＰＯ法人としては機能しているわけですけ

ど、今後そういう収入が自己収入といいますか、そういうものが生み出せるのが最終的

な到達点というふうに考えておりますので、今はまだその過程ということです。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。もう１点、４つ目の質問に関連して、今ご

説明いただいた内容も絡んでいるかと思うんですけども、隊員が任期終了後の人件費と

いうふうな形でご説明があったかと思うんですけども、活動費なので活動に充てるのが

通常であるかなという理解はしているんですけども、今の地域の活性化であったりとか、

隊員が例えば３年を経過したときに地域に残れるような起業とか独立をしていくための

活動費として使われるのかなという認識なんですけども、この終了後の人件費として残

していくというのは本来の活動の活動費としての使い方としてはどうなんでしょうとい

うことを問いたいんですけども、お願いします。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問にお答えをさせていただきます。 

 経理委託費という名称が非常に変というか、受け取りにくい名称で、この件につきま

しては決算監査の中でもご指摘を受けております。内容的にはこの経費につきましては、

先ほど申し上げましたＮＰＯ法人の中で協力隊が定住できるための環境を整備するため

の経費というのが要綱の中にうたわれております。それに該当する、といいますのは、

ＮＰＯ法人で先ほど申し上げました協力隊の給与相当額が生み出せる収益を上げられる

組織になるためには、今まだ事業を続けている中で収益を上げられる事業が、一人前と

いうか独り立ちできるようになる必要があります。そこへ持っていくための費用が当然

必要になってくるわけで、その経費としてこのお金が使われているということで我々は



－４７－ 

解釈しておりますので、それがほかの目的に使われているということであれば全然話は

違ってくるわけですけども、今現在、ＮＰＯ法人の活動内容につきましては、大滝の地

域の方々が必要とされる事業ならびに協力隊が将来的に３年後も定着できるための下地

づくりをしているというものに充てられている経費でございますので、そこの部分につ

きましては、我々は問題ないというふうに認識しております。ただ、名称がこの経理委

託費というのは非常にやってることと違わへんかということはご指摘受けております。

ですので、名称が非常によろしくないということで、内容につきましてはきちんと確認

させていただいた上でも経理委託費にしては高額すぎるということもあって、１００％

経理委託費ではないというふうに我々も考えておりますので、もう少し活動経費なり何

なりもう少し分かりやすい名称に変える必要があるんではないかなということは思って

おりますので、次年度以降はもう少し明確な名称に変えさせていただきたいと思ってお

ります。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。活動費１人２００万円というお金が出てい

るんですけども、地域の活性化を中心としたものに使われていくというのが私たちの認

識ではあったんですけども、今後のこともちょっと考えてということなんですけど、ま

た隊員が３年を経過した後は別の補助金も使われるというふうに聞いてはいるんですけ

ども、その３年もしくはその隊員が終わった後の１年間の補助であったりとか、その達

成率というか、地域にやっぱり残っていただくとか、何か事業が１つやっぱり収益が得

れるような実績を上げていくというような活動に２００万円というのを使っていただき

たいなというふうに思っているんですけども、例えば家賃も当然修繕というのがあるの

で値上がりしているというのは理解できるんですけども、２００万円の中の月５万円で

したら、年間でいったら家賃だけで６０万円の経費が必要になってくるということは、

残り１４０万円。さらにこのさっき言った３６万円が引かれるのでと思うと、半分ぐら

い実際稼働するための資金として使われているのかなというふうに思うと、果たしてそ

れで足りているのかなとか、活動が十分にできているのかなということをちょっと心配

しますけど、その辺りは現状どうでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問ですが、確かに今ほどおっしゃられました

金額、かなりの高額が２００万円のうちから出ていっている。ただし、今の３人の協力

隊というのは、ＮＰＯ法人に加入してＮＰＯ法人を通じて大滝の活性化の事業を活動を

やるというのが採用時点の条件になっております。ですので、協力隊の活動は全てＮＰ

Ｏ法人を通した活動になってまいります。ですので、ＮＰＯ法人が大滝の活性化のため

の事業を展開していく上で、経費がＮＰＯ法人から出ていっています。ですので、先ほ

ど申されました家賃と経理委託費のお金もＮＰＯ法人の経理の中に入って、ＮＰＯ法人

の経理を通して大滝の活性化の事業をされてるわけですから、直接２００万円からその
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経費を出しているわけではないですので、冒頭の私の説明をさせていただいた中にも、

２００万円の活動費というのは全てＮＰＯ法人の経費の中に入って、ＮＰＯ法人の事業

として事業を全てＮＰＯ法人がやっている。その中でまた仕事をしているのは協力隊と

いう形になってますので、ＮＰＯ法人イコール協力隊というふうに我々は考えています

ので、そこについてはＮＰＯ法人に吸い上げられているというふうな認識は持っていな

いというのが現状です。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。言っていただいていることはよく分かるん

ですけども、中で滞留しているようにちょっと私は思ってしまうんですね。これは私の

考え方なのかもしれませんけど、隊員がＮＰＯに所属をしています。その活動費も隊員

に付随しているのでＮＰＯでも使えます。それは分かるんですけど、同じ組織の中で隊

員の少ない活動費の中で地域を盛り上げていただこうと思ったら、やっぱり家賃の５万

円が妥当なのかなとかいうふうにはちょっと思ってしまうんですけども、ちなみに多賀

町とＮＰＯ法人の関係はどんな関係として捉えたらよろしいでしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問ですが、冒頭私の答弁の中にも少し触れさ

せていただきましたが、令和２年度から約２年間ほど大滝里づくり魅力化プロジェクト

という組織を立ち上げて、地元の方々、何人かの方々と大滝の活性化について議論をさ

せておられます。約２年ほどの活動の中で、最終的に大滝の活性化をどのような形で進

めるのが妥当なのかという議論の中で、最終的に地元の方もやはりもう高齢化が進んで

いたり仕事を持っていたりという中でなかなかそれを中心に生活ができないということ

もあって、何かその活性化を実行する組織が必要という中でＮＰＯ法人が立ち上げられ

た。そのＮＰＯ法人は誰がスタッフとして動かしていくのかという中で、そこにはやは

り協力隊の助けが必要であるということで協力隊を入れようという流れになって、ＮＰ

Ｏ法人が設立されております。ですので、町としては、立ち上げに関しては先ほどの魅

力化プロジェクトにも町は関わっておりますし、もっと前の大滝の活性化を考える段階

で問題提起や課題解決の手法を抽出する中で、それぞれ大滝の方々から意見を頂いた過

程でも役場が関与しておりますので、全く関与してないわけではないです。ただ、ＮＰ

Ｏ法人として立ち上がった以上、そこからは組織としては別です。別ですので、町の一

部とか町の仕事を代行してもらうという意味ではなくて、大滝の活性化のために活動を

する団体として、そこは一線を引いて考えております。ただ、協力隊につきましては、

そのＮＰＯ法人のために雇用している、採用しているということになりますので、協力

隊がＮＰＯ法人の事業以外の活動をするということは、この今の３人の協力隊に関して

はないということになりますので、全てＮＰＯ法人として協力隊は活動していくという

形になっております。ほかの協力隊につきましては、２００万円という活動費を自分で

いろんな形で支出しながら地域のために活動するとか、そういう協力隊もおります。た
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だ、この今の３人の協力隊はそういう形のものじゃなくて、あらかじめこちらのほうで

指定した職務に就いていただくために採用している協力隊という形で、ちょっとほかの

協力隊とは違うというふうに我々は考えております。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。ＮＰＯ法人はあくまでも民間の団体である

ということで、組織は別というふうに言われていたんですけども、協力隊は行政が管理

をしているもので間違いないですね。ＮＰＯ法人は別組織なので、そちらで活動をされ

ているということなんですけども、行政が管理しているものを民間の団体に送り込む、

これが悪いとかではなくて、そうなったときに民間の団体に対して、今回は特に地域お

こし協力隊というのを派遣しているような状態ですので、こういうことは言葉は悪いか

もしれませんが、やってほしくないとか、仕事として任せないでほしいとか、逆にこう

いうことをやってほしいとか、何かそういう要望をＮＰＯに対して出すことというのは

可能でしょうか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ただいまのご質問ですけども、先ほどの答弁の中でも、毎週

月曜日がミーティングの日というふうに決まっておりまして、担当職員は毎週こいしま

るのいえで打合せを行っております。その中には活動結果の報告であり、今後こんなこ

とをやっていこうと思っていますというふうな話が出てまいります。ですので、役場が

そこで意見が言えないわけでもないですし、これはおかしいんじゃないですかという部

分は申し上げられます。当然、それは毎週続きますので、それについては町の意見は十

分入ってきます。ただ、大滝の活性化の目的としてのＮＰＯ法人ですので、役場の意見

といえども、それに反することを役場がお願いするということは本来はあってはならん

というふうに思いますので、そこの部分は役場といえどもそういう要望はしないという

ことは守らなければならないとは思っておりますが、意見は申し上げられます。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ＮＰＯ法人の活動自体に行政からこうしてくれああしてくれは言え

ないと思うんですけど、そこに地域おこし協力隊がいるので、地域おこし協力隊の活動

として制限をかける部分であったりとか、逆にもうちょっと幅を広げるようなことの要

望というのは可能ということですか。 

○議長（菅森照雄君） 藤本企画課長。 

○企画課長（藤本一之君） ＮＰＯ法人には定款が定められておりまして、その定款の中

には大滝の活性化のために必要な事業をこのＮＰＯ法人は行うというふうに明確に記さ

れております。ですので、その内容自体が町の求めている、ＮＰＯ法人に求めている内

容とまず違っているものではないというふうには設立時点で確認はしております。です

ので、その定款に基づいてＮＰＯ法人が事業を実施する分につきましては、役場として

は何ら問題ないはずです。ですので、その辺の確認というかチェックはしておりますけ
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ども、全然関係ない事業をＮＰＯ法人がやっていくということは考えられないというふ

うには考えております。 

○議長（菅森照雄君） 小島議員。 

○１番（小島櫻君） ありがとうございます。大滝活性化をさせるためのＮＰＯ法人とい

うことですので、そこに地域おこし協力隊という力を借りて今、取組をしていただいて

いるので、藤本課長が何度も法に反してはいないとか言ってくださるんですけど、私は

そこが追及したいのではなくて、本当にこの２００万円が有効に活用されているのか、

今の現状の使い方が本当にいいのかどうかというところを再度検討いただきたいなとい

うことと、いろんな事業をされている中で、まだ地域おこし協力隊が残れるような事業

が進んでいないようにも感じているので、どうやったらそれがうまくいくのかというと

ころにこの２００万円を有効に使っていただきたいという思いで今回質問をさせていた

だきました。今後も地域おこし協力隊の力は必要だと思いますし、もちろん民間のＮＰ

Ｏ法人の力も必要だと思うんですけども、なかなかこの関係性が本当にややこしいなと

いうふうに思っていまして、今日も話を聞かせていただきながらもやっぱり不透明な点

がいくつかあったり、なかなか評価しづらいなとか、地域の活性化につながるようなイ

メージがなかなか湧きにくいかなというところも正直感じた次第ではあります。ほかの

議員であったりとか、また議長とも話合いをして、もし良ければまた詳しく一度お話を

聞かせていただける機会をつくっていただければというふうに思います。 

 以上で質問を終わらせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 暫時休憩をいたします。 

 再開は議場の時計で２時５０分とします。 

（午後 ２時３９分 休憩） 

                                        

（午後 ２時４９分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、一般質問を開始します。 

 次に、４番、近藤勇議員の質問を許します。 

 ４番、近藤勇議員。 

〔４番議員 近藤勇君 登壇〕 

○４番（近藤勇君） ４番、近藤でございます。ただいま議長の許可を頂きました。 

 私、１点だけ、獣害対策、特にシカ対策について質問をさせていただきます。 

 先般の豪雨で、もう先刻皆さんご存じのように、伊吹山において何度となく地滑りの

被害が発生をしております。これは、テレビ、新聞等々ニュースを見ておりますと、シ

カによって山の草木が食い荒らされて地肌が丸出しとなっていることが原因であるとい

うふうに言われております。 

 これらを防止するために、米原市を中心として近隣市町と連携し、伊吹山に生息する

シカの捕獲、駆除を行い、併せて伊吹山に植栽を行うものとなっております。昨日のニ
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ュースでも、伊吹山のシカは何か９倍の数になったというようなニュースをしてたよう

に思います。 

 一方、我が多賀町においても、霊仙山に多くのシカが生息をしております。これ、私

事になりますけれども、先般、私のところの久徳の氏神の神事で霊仙山に登るわけでご

ざいますけれども、その際に伊吹山と同様にはげ山となって、もう獣臭がはなはだしい

という山の状態やというふうに聞いております。先般、私の息子も行ってまいりました

ので聞いておりますと、一目１００頭は下らんなと、多く言えば２００おったか分から

んなというような話を息子のほうから聞きました。 

 このように、鈴鹿山系には多くのシカが生息をしております。この一部が山を下りて、

人里で農家が作付けしている農産物に害を与える状況と思われます。特にこれからの作

物であります米、そば、大豆、野菜などを我が物顔で食い荒らす獣害が絶えない状況と

いうことでございます。特に、大豆あるいはそばで新芽を食べられますと、もう実はな

りません。一生懸命耕して肥料をやって種をまいて目が出てきた、ああ良かったなと思

ったら新芽を食い荒らされるというような状況で、私の近隣にもございます。 

 獣害対策では、猟友会の獣害駆除、恒久電気柵などの町の支援と地域の関係者の日頃

の維持管理はありますが、農業者、家庭菜園を楽しみにされている皆さんの気持ちを踏

みにじるような被害をもたらしています。また、農作物を出荷し生業としている皆さん

にとっては、サルの被害よりもシカの被害のほうが甚大であり、生計に大きな打撃を与

えております。シカの駆除については難しいということも聞いておりますけれども、以

下の点について質問をさせていただきます。 

 １点目は、現在の生息数または生息状況について町当局として把握をしておられます

か。 

 ２点目は、農産物の被害状況を町として把握されていますか。また、把握されている

場合、その被害に対する補てん等対策について考えておられますか。 

 以上、２点お伺いをさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 野村産業環境課長。 

〔産業環境課長 野村博君 登壇〕 

○産業環境課長（野村博君） 近藤議員のご質問、獣害対策、特にシカ対策の状況につい

て、お答えいたします。 

 １点目の現在の生息数、または生息状況についての把握についてでありますが、多賀

町内で獣被害をもたらすシカ、イノシシ、サルの生息数は、サルについては滋賀県や多

賀町独自の調査により、群、個体数をおおむね把握しておりますが、議員ご質問のシカ

につきましては多賀町としての生息数は特定できておらず、県が令和元年度に示した第

４次ニホンジカ第２種特定鳥獣管理計画において、湖東地域で９,５７２頭を参考とし

ているところです。 

 この間、シカを総数２,１０４頭駆除しておりますが、狩猟を止めていた期間やその
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繁殖率を考慮すると、必ずしも減少していないと認識しております。 

 議員のご質問要旨にありますとおり、奥山での生息数は大であり、また近山、獣害柵

の近隣に生息し、特に河川などを動線として獣害柵のエリア内に入り被害をもたらすシ

カが絶えない状況でありますので、見識をお持ちの方にご教示を頂いているところでご

ざいます。 

 シカについては、蹄の間の異物を嫌う、２ｍ程度を優に超える跳躍力はあるが、生命

にかかるとき以外はさほど飛ばない、学習能力はあるが程度は低いなどの生態、習性が

あり、この点から対策が講じられないものか、対策を講じるにしても、全てのほ場を網

羅するには多額の費用がかかることから、まずは獣道、その動線を確実に把握する仕組

みを構築することが先決、必須であるとのご教示を頂いておりますので、生息状況、生

体、習性を把握しながら、獣害対策の方向性を見直してまいりたいと考えておりますの

で、ご理解のほどお願いいたします。 

 ２点目の農産物の被害状況を町として把握しているのか、また把握している場合、そ

の被害に対する補てんなどの対策についてでありますが、この１つ目の農産物の被害状

況の把握につきましては、各自治会に照会をご依頼し、そのご報告をもっての把握とし

ております。 

 照会の方法は、毎年５月頃にお願いし、直近での被害相当額は、令和３年度７２万４,

０００円、令和４年度２１２万１ ,０００円、令和５年度１３２万９,０００円となっ

ております。ただし、この額が上限額ではなく、それ以上の被害があるものと認識して

いるところでございます。 

 また、被害をもたらした獣類、令和５年度でご説明いたしますと、シカが３０５ａで

６８万２,０００円、イノシシが４９ａで２５万９,０００円、サルが７２ａで３８万

８,０００円となっており、やはりシカによる被害が甚大であります。 

 ２つ目の被害に対する補てんなどの対策につきましては、新たな制度設計、補助金制

度を設けることはかなり難しいものと考えております。 

 まず被害農産物が家庭菜園、自家消費用の場合、丁寧に丹精を込められて育てられた

農産物を一番おいしいときに荒らされたときの口惜しさ、喪失感が計り知れないことは

重々承知しておりますが、その対価を求めるとき、品質の差異から一律に算出するのは

難しく、また現行制度の小規模農地獣害対策補助金をもって被害に遭わない対策を講じ

ていただくご支援もありますので、一概にしても良いものか悩み、慎重に考えさせてい

ただきたいところでございます。 

 また、出荷販売用の場合、被害に遭われたときのお気持は先ほどと同様で、加えて、

生活、生計、農業経営に直接多大な影響が生じるのですが、獣被害も含めた収入減少の

補てん対策として農業共済組合の収入保険制度が設けられております。 

 この収入保険制度にはいくつかの課題があるとは聞いておりますが、被害対策、損失

の補てん対策として一考していただく機会を調整させていただきたいと考えております
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ので、ご理解のほどお願いいたします。 

 議員ご質問の獣害対策、特にシカ対策の状況についての答弁とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） 近藤議員。 

○４番（近藤勇君） ありがとうございます。丁寧な説明をしていただきました。私は、

以前からも獣害対策、何度となくさせていただきました。その中で、今までサルであれ

ば相当数駆除をしていただきました。シシについては豚コレラでだんだん自然淘汰した

ということで増えていないという状況を聞いておりましたけれども、このシカ対策がい

かに難しいかというのは分かります。今、課長から説明ありましたように、シカはピョ

ンと飛び跳ねて知らん顔して行きます。私どもの一円にあります芹川ダムのあそこにず

っと堰堤の下に電柵があるんですけれども、そこを向こうからピュッと飛び越えてこっ

ちへ来ます。こっちからは、不器用か分かりませんけども、よう飛び跳ねて向こうへ帰

りません。そういう状態のあれがあります。 

 それともう１点、以前からも聞かせていただいてますけれども、研究者によりますと、

サルやったかな、青いテープ嫌がる、シカは黄色いテープ、逆でしたか。何かそのよう

な話を聞かせていただいて、そのテープを田んぼの周りに張れという話を聞いたんです

けれども、三反一角の１００ｍ、１００ｍ、３０ｍ、３０ｍ、約３００ｍ、テープをひ

ゅーっと張ったらええだけと違うて杭を立てて張らんならんという部分がありますので、

なかなか農家はそこまで１枚の田んぼだけでないということで人力をかけられないと。

かけて自分で自分の身を守るということも必要かもわかりませんけれども、そこまでの

ことがちょっとできないということもありましたので、何か町のほうで応援してもらえ

る制度がないかなということを聞かせてもらってる部分でございます。 

 それともう１点、併せまして、私どもも昨日おとといでしたかね、夜９時ぐらいにち

ょっと稲刈りが終わったもんですから、乾燥機を小屋でかけてましたので見に行って、

久徳のあの芹橋を渡ったところなんですけれども、そこからちょっと田んぼを見てこう

かな思うて、次のところの辻で八重練へ向いて曲がりました。あそこから行ったら、何

か道に何かいてるなと思いましたら、５、６頭のシカがうろうろしておりましたので、

ライトを軽トラでしたけどもパカパカとしたら、よっぽど私の軽トラが怖かったんか分

かりませんけども、シカは逃げて田んぼのほうへ行ってくれました。それと、私どもも

今、芹川の土地改良にいてるんですけれども、東沼波から大堀山のところを越えてずっ

と上がってきますと、あそこらにもまだシカがいてると。そして、ある議員としゃべっ

てましたら、月之木の辺りにも芹川左岸の道路のところにシカが出ているという話も聞

きました。以前には中川原の山田という分ですか、あそこの吉川先生のところなんです

が、あそこの信号のところである人が軽トラに当たられて、軽トラ潰れてしもうてえら

いこっちゃ、何とかならんやろうか、シカに文句言うときないないうて私は笑うてまし

たけれども、そのような状態がこの平地ででも起こっております。先般は川相のほうへ

寄せていただきましたら、夜にピーというんですか、何かシカの鳴き声が相当しており
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ました。どこへ行ってもそのシカ、多くいてるんやなという認識はしておりますけれど

も、やはり農業を生業としている人の何かとかして手助けができないのかなという部分

があります。 

 １点余談になりますけれども、山の人が山に山椒の木を植えといたらシカが皮むいて

しもうて山椒の木まで枯らしよったと。あんなとげがあるのに山椒の木の皮までむいて

木を枯らすんかという話で私はびっくりしてましたけれども、そのような実態、もう山

に多分食べ物がなくなってきたから下へ降りてきて、下でおいしいもんがあったらそれ

食べとこうかということやとは思うんですけれども、そのような実態ですので、猟友会

の方とは協力していただいて、罠、あるいは鉄砲、檻等々の中で捕獲はしていただいて

いると思いますけれども、その辺の部分を何とかしてもう少し前に進めてほしい。 

 それと、課長の説明の中に農業共済の収入保険があるやないかと、悪うなったら収入

保険入っといたらええねんと、僕は農家ですので単純にそういうふうに聞いたんですけ

れども、収入保険でまかなえるんやったら全部入っといたらよろしいわ。ほやけど、何

やいうたら、農業で米作ってる、大豆作ってる、そば作ってる、ニンジン作ってるとい

う人は、それを生業としてそれで収入を生計を立てようということを考えてるのに、害

に遭うたさかいに収入保険でフォローしとけと、そんな考え方をしてもろたら私として

は納得ができません。その辺はいろんな方策があるさかいということで収入保険の話を

していただいたと思うんですけれども、やはりみんなその農家の人が困ってるんやとい

うことをほんまにもっとど真剣に考えていただいて、何とかしてサルの捕獲は一生懸命

やっていただきましたから大分少なくなりました。それでももうちょっと年が経ってき

ますと、一円、栗栖のほうには５頭、１０頭の群れがバラバラ出てきました。一番多い

ときは麦を刈った後に落穂拾いで、ミレーやないですけども、サルがずっと落穂を拾い

に来てくれました。そのような状態があります。あとさっき言いましたように、シシは

豚コレラ、また影響は多分またもうそれがなくなって増えてくるかもわかりませんけれ

ども、今一番大きな多賀の問題はシカでないかなというふうに思っておりますので、も

う一度シカの対策についてどうするやと。どうするやというと難しい話になりますけれ

ども、どのようにお考えですかということで、もう一度お願いします。 

○議長（菅森照雄君） 野村産業環境課長。 

○産業環境課長（野村博君） 再質問のほうにお答えさせていただきます。 

 要旨のほうはどのような対策かというお話でございますが、ちょっと今、お話しの中

で、獣の習性というところで、青色テープ、これはイノシシが色彩のほうが２色しか感

知できないということで、イノシシの視界に入るところで青いテープを張ると効果があ

るであろうという話を伺ってます。黄色のテープは意外と効果がないようでございます。

言われるように、今よく見かけられるのが芹川河川、あの大滝地域でも一緒のことだと

思います。逆にイノシシとか学習能力があって、一度そこが通れないと判断すると痛い

思いをすると来ない、サルも痛い思いをすると来ないんですけども、シカのほうは学習
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能力が低いので、一度痛い思いしてても、ここは通れないというところがあってもまた

別のところを探しに来るというようなところで、逆に言えば絶えず追いかけていかなく

てはならないというのがシカの習性というふうにご教示を頂いたところでございます。

このようなことから、どのような対策を考えるのかというときに、まだ実行予算も何も

協議ができていないところですけども、習性的にはもう蹄が汚れる、ちょっと費用のほ

うがまだ見込めてないですけども、グレーチング、道路側溝に引いてる側溝蓋でグレー

チングがございます。これがやはり蹄との相性が悪くて、それをある程度の距離を引い

ておくと、そこは通れない場所という形で別のところに行くような傾向があるらしいで

す。ただ、先ほど答弁させていただいたように、全て仮に今お話があったような芹川沿

いに、四手川沿いにそれを敷き詰めるということも、他の利用者のこともありますし費

用のことがございますので、まずはどこを通っているのか、これをただ写真で撮るので

はなく動画で確認して、どこから上がってきてどこのほうに逃げてる、動いているのか

というところからその対策を講じていこうではないかというようなお話を頂いておりま

すので、ちょっとその点について内部的にも今、協議を始めてるところでございます。

実際まだまだ私も勉強不足ですし、まだまだ知見をお持ちの方のご教示を頂きながらと

考えておりますので、ご理解いただきたいところでございます。 

 あと１点、収入保険の件についてお叱りがございましたけども、いろいろと課題は聞

いております。保険料、また実際に発動されるタイミング、ただやはり今お話があった

ように、車の事故、また実際の被害を抑えるほうが基本で、そちらのほうに力を入れて

いかなければならないんですけども、まだまだイタチごっこのことも、手だてのほうが

絶えず追いかけていかなくてはならないというところで時間がかかるかというところで、

一考にしていただきたいということでご説明させていただきましたので、説明不足で申

し訳ございませんが、そのようにお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） 近藤議員。 

○４番（近藤勇君） ありがとうございました。もうくどくど言うててもあれです。転作

は数量払いと面積払い両方が重なって補助金の対象となってます。そこで先ほど言いま

したように、芽を食われて実がならんかったら収量払いはゼロ、面積払いだけというこ

とで、本当にそれを生業としている人は困らんならんということは、もう説明していた

だいている中で十分認識をして説明を頂いてると思いますので、私もこれ以上くどい話

をするつもりもございません。先ほど申しましたように、農家はこれを生業としてやっ

てる。午前中の質問にもありました特産物の話も多々出てまいりました。そのような部

分で農家を守らんならんという形の中で、多賀の生業は農業、林業、商業やと。先ほど

午前中も話ありました絵馬通りもだんだん店が閉まってきて商売もないのかなという話

もありましたけれども、やはり全部が活性化してくるようにという状態の願いを込めて

一生懸命質問をさせていただいているつもりでおりますので、農業を何とかして守って

やらなあかんのや、林業にも力を入れんならん、商業にも力を入れんならんという状態
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の中で一生懸命取り組んでいただきたいというお願いをしまして、私の質問はこれで終

わります。どうもありがとうございました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） これで本日の議事日程は全て終了しました。 

 明日の再開は午前９時３０分とし、本日に引き続き一般質問を行います。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午後 ３時１５分 散会） 
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